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1．調査概要 

1.1 調査目的 

事業所から排出される「一般廃棄物」の組成を分類することによって、ごみの排出状況や資源物の

混入状況を把握し、ごみの削減に努めるために事業系一般廃棄物の組成調査を行った。 

また、本調査の結果は、事業者へのごみの分別等の啓発活動に利用する。 

 

1.2 調査内容 

1.2.1 調査対象 

事業所から排出される「一般廃棄物」を対象とした。 

1.2.2 調査項目 

表 1.2.1（P2〜P4）の調査分類項目ごとに、湿重量及び容積を測定した。 
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表 1.2.1 調査分類項目（その 1） 

 

  

No.
大分類
項目

No 中分類項目 No 小分類項目 分類基準 おもな具体例

1-1
新聞紙（折り込み
広告含む）

汚れ具合で判断（汚れてい
ないもの）

新聞、折込広告、チラシ

1-2 雑誌（本を含む） 本・雑誌類
雑誌、本、背表紙のあるカ
タログ、パンフレット

1-3 ダンボール ダンボール
商品等の梱包用に使用され
ているダンボール

商品梱包用のダンボール

1-4-1 アルミ付き
内側がアルミコーティング
されたもの

牛乳パック、酒類パック、
野菜ジュース等のパック

1-4-2 アルミなし
中が白地（または茶地）等
で、アルミコーティングさ
れていないもの

牛乳パック、
ジュース類パック

1-5-1 容器包装該当

メーカー名、商品名等の記
載があり、明らかに商品の
容器・包装として販売され
ていると思われるもので、
中や破った切れ目が白でな
いもの

ティッシュの箱、
お菓子の箱

1-5-2 容器包装非該当

上記素材のもので、メー
カー名、商品名等がないも
の。また、商品の容器・包
装を目的としていないもの

Yシャツの型紙、画用紙の
裏表紙、クラフト紙（紙の
断面に色が付いているも
の）

1-6 カップ型容器 容器包装該当
カップ型の形状をしている
容器

ヨーグルト・アイスクリー
ム・スープ・味噌汁等の紙
製容器

1-7 紙コップ・紙皿
市販されている紙コップ、
紙皿

紙コップ、紙皿

1-8-1 包装紙 店名等の記載がある包装紙
デパート・商店・ファース
トフード店等の包装紙

1-8-2 紙袋 店名等の記載がある紙袋
デパート・商店・ファース
トフード店等の紙袋

1-9-1
オフィス用紙
（色白紙）

オフィスで使用する色白紙 コピー用紙、帳簿等

1-9-2 その他色白紙 ノート、メモ用紙等

1-10-1
オフィス用紙
（色付紙）

オフィスで使用する色付紙 コピー用紙、帳簿等

1-10-2 封筒 封筒
1-10-3 その他色付紙 ふせん、紙製ファイル

1-11-1 紙おむつ
保育所や介護施設から排出
されるもの

紙おむつ、リハビリパンツ
等

1-11-2
リサイクルできない紙
類（汚れた紙類）

汚れた紙類等

使用済みティッシュペー
パー、汚れたものを拭いた
紙、アルバムの厚表紙、
ラップの芯等

1-11-3 シュレッダー紙
シュレダー処理された細か
い紙類

シュレッダー処理された紙

1-11-4 伝票 伝票 伝票

1-11-5 紙類の禁忌品 禁忌品

金・銀等の金属が箔押しさ
れた紙、裏カーボン紙、感
熱紙、臭いのついた紙（石
鹸などの紙）、捺染紙（ア
イロンプリント紙）等

1-11-6
特定の事業所から出る
紙類（産業廃棄物）

製造業、新聞業、製本業、
印刷物加工業から排出され
た紙類

左記から出たと考えられる
大量の紙類

1-11-7 その他 上記に該当しない紙類
写真、シール類、
分類不明な紙類等

1-8 紙袋・包装紙

1-9 色白紙

1-10 色付紙

1-11 その他紙類

1 紙類

1-4 紙パック

1-5 ボール紙
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表 1.2.1 調査分類項目（その 2） 

 

  

No.
大分類
項目

No 中分類項目 No 小分類項目 分類基準 おもな具体例

2-1-1 500ｍｌ以下
ボトルの形状をしたもの
で、分別識別表示の「PET]
の表示のあるもの

飲料用、酒類、醤油等のボ
トル

2-1-2 501ｍｌ以上
ボトルの形状をしたもの
で、分別識別表示の「PET]
の表示のあるもの

飲料用、酒類、醤油等のボ
トル

2-2-1 白色トレー 白色トレー 肉・魚等の白色トレー

2-2-2 色付きトレー
黒や肌色や柄等がついた色
付きトレー

肉・魚等の色付トレー

2-2-3 魚箱類 発泡スチロール製のもの
家電製品等の緩衝材、魚
類・保冷用の発泡スチロー
ル製の箱等

2-3-1
容器類
（箱、容器、チューブ
類等）

メーカー名、商品名等の記
載があるもので商品の容器
として販売され、中身の商
品を分離・消費した場合に
不用となるもの

カップ型容器、卵のパッ
ク、チューブ状容器、ボト
ル類のキャップ、レトルト
食品の外装、シャンプーの
容器等

2-3-2
包装類
（容器類以外）

メーカー名、商品名等の記
載があるもので、商品の包
装（ラップ、フィルム、
シート状）を目的として販
売され、中身の商品を分離
した場合に不用となるもの

トレー等と同時に用いられ
るラップ、ペットボトル等
の胴巻き等

2-4
プラスチック
成型品

プラスチック成型品 プラスチック成型品

三角コーナー、ザル、ボウ
ル、水切りかごトレー、耐
熱プラスチック食器、密封
容器、バケツ等のプラス
チック成形品

2-5
排出容器等（外
袋）以外のレジ袋

容器包装該当類 店名等の入ったレジ袋
排出した袋（外袋）の中に
入っていたレジ袋

2-6
上記以外のプラス
チック類

不織布等 不織布製の製品
不織布製マスク、不織布製
の布巾、不織布製のウエッ
トティッシュ等

3-1-1 木・草類 下記以外の植物類
庭の剪定材、花、草、
分類不明な植物類

3-1-2 竹・シュロ類 竹・笹・シュロ類
竹・笹・シュロの葉・幹・
枝

3-2 植木剪定材以外 木竹製で加工されたもの
割り箸、爪楊枝、角材、人
形、簾､木製ハンガー、す
のこ、木箱、漆器等

4-1-1 調理残渣（適正除去）
調理過程から排出された不
可食部

生ごみ（調理の際に出る野
菜・肉・魚くず等）

4-1-2 調理残渣（過剰除去）
調理過程から排出された不
可食部のうち、可食部が多
く残っているもの

生ごみ（調理の際に出る野
菜・肉・魚くず等）

4-1-3 食べ残し等
調理され又は生のまま食卓
にのぼったもの

食べ残し、コーヒーかす、
茶殻等、分類不明な厨芥等

4-1-4 未開封食品類
未開封の食品類、加工品
類、調理品類等

カップ麺、乾麺、缶詰、野
菜、肉製品、魚製品、加工
品、弁当等

5-1
事業活動特有の布
類

事業活動特有の布類 事業活動特有の布類
生地見本、裁断くず、垂れ
幕、多量のシーツ、事業用
衣類等

5-2
その他リサイクル
できる布類

その他のリサイクルで
きる布類

その他のリサイクルできる
布類

背広、コート、靴下、ハン
カチ等

5-3
リサイクルできな
い布類

リサイクルできない布
類

5-1から5-2のうち、汚れが
激しくリサイクルできない
もの（泥汚れやカビが多く
ついているもの、穴あきや
しみがついていてもリサイ
クル可能。）、綿・羽毛が
入っているもの、ビニール
が付いたもの

汚れた雑巾、カビが多くつ
いたふきん、汚れたぼろ
布、キルティング、ぬいぐ
るみ、スリッパ、ダウン
ジャケット等

2
プラス
チック類

2-1 ペットボトル

2-2 発泡スチロール

2-3
容器包装該当
プラスチック類

3 木竹類

3-1 植木剪定材

4 厨芥類 4-1 厨芥類

5 布類
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表 1.2.1 調査分類項目（その 3） 

 

  

No.
大分類
項目

No 中分類項目 No 小分類項目 分類基準 おもな具体例

6-1 皮革製品 皮革製品 皮革製品（合皮を含む） 革靴、皮製ベルト等

6-2 皮革以外 その他可燃物
その他可燃物のもので分類
できないもの

タバコの吸い殻、アルミホ
イル、ゴルフボール、生理
用品、動物の死骸、分類不
明な可燃物等

7 ゴム類 7-1 ゴム類 ゴム製品 ゴム製品
輪ゴム、ゴムホース、ゴム
靴等

8-1-1 飲食用アルミ缶
アルミ製の缶本体
（蓋は含まない）

アルミ製の飲食用容器包装

8-1-2 飲食用以外アルミ缶
アルミ製の缶本体
（蓋は含まない）

上記以外のアルミ製の容器
包装

8-1-3 飲食用スチール缶
スチール製の缶本体
（蓋は含まない）

スチール製の飲食用容器包
装

8-1-4 飲食用以外スチール缶
スチール製の缶本体
（蓋は含まない）

上記以外のスチール製容器
包装

8-1-5 缶以外
金属製の品物等
（缶の蓋を含む）

カン・ビンの蓋、クリッ
プ、針金、プルトップ、
鍋、その他金属製品

8-2-1 ビン類 ガラス製のビン ビン（ガラス製）

8-2-2 ビン類以外 上記以外のガラス製のもの
ビー玉、ガラス製の小物、
ガラスコップ、板ガラス等

9-1-1 危険・処理困難物
不燃物で危険・有害ごみと
指定しているもの

蛍光管、乾電池、体温計、
スプレー缶、カセットボン
ベ、割れたビン・コップ・
陶磁器・鏡・板ガラス、刃
物類、針等

9-1-2 排出禁止物
市で取り扱えない資源物と
ごみ

農薬、化学薬品、オイル、
バッテリー液、ニッカド電
池、ボタン電池、タイヤ、
医療系廃棄物、土、砂、
石、レンガ、パソコン等

9-2 小型家電 小型家電
小型家電（電池や電気で動
く製品。外側がプラスチッ
ク等の場合を含む）

携帯電話、ドライヤー、時
計、デジタルカメラ、電子
辞書、ゲーム機、電気カミ
ソリ、アダプタ、コード
類、リモコン等

9-3 その他 その他不燃物
不燃物で分類できないもの
（陶磁器製のもの等）

プリンターインク、傘、割
れていない陶磁器等

10
排出
容器等

10-1 排出容器等 ごみの排出袋（外袋） ごみの排出袋（外袋）

9
その他
不燃物

9-1 危険・処理困難物

6
その他
可燃物

8
金属・
ガラス類

8-1 金属類

8-2 ガラス類
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1.3 調査方法 

1.3.1 試料の抽出 

市の一般廃棄物中継施設に搬入された事業系ごみについて、一定量を抽出し、調査実施場所に搬入

したのち、1 回当たり約 100kg の試料を無作為に抽出し全 6 回のごみ組成の調査を行った。 

 

1.3.2 試料の測定 

抽出した試料について、排出容器（ごみ袋）ごとに計量用の容器に入れ、重量・容積・容器の個数

を測定し、ごみ全重量を算出した。 

 

1.3.3 写真撮影 

表 1.2.1（P2〜P4）の項目に従って分類した試料について、写真撮影を行った。 

 

1.3.4 考察・解析 

過年度の調査結果との比較に加え、組成変化、今後の課題も含めて検討した。 

 

1.3.5 調査手順 

調査手順を図 1.3.1（P6）に示す。 
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図 1.3.1 調査手順 

＜第 1 段階：ごみ収集・搬入＞ 

①市の一般廃棄物処理施設に搬入された事業系ごみについて一定量を抽出し、調査

実施場所に搬入する。（ごみ収集・搬送担当：市職員） 

②ごみ排出（調査実施）場所は今泉クリーンセンター敷地内とした。 

 

 

＜第 2 段階：ごみ分析対象の試料抽出＞ 

③排出したごみは、調査回ごとに約 100kg（湿重量）となるように無作為に抽出し、

排出ごみ袋等別に計量し、湿重量を測定した。なお、ごみ組成に偏りが無いよう

全体から均一に抽出した。 

④ごみ約 100kg の抽出後の状況を写真撮影した。 

⑤抽出後に残ったごみはピットに戻した。（ごみ搬送・処理担当：受注者） 

 

 

＜第 3 段階：ごみ組成調査＞ 

⑥抽出ごみをすべて排出ごみ袋等から取り出し、ポリバケツやコンテナ等の他容器

を用いて小分類項目別に分類した。 

⑦ごみ計量測定は、小分類別に各ごみを計量用容器に入れ替え、湿重量・容積を測

定・記録し、計量終了後のごみは、写真撮影後、まとめてピットに戻した。（ごみ

搬送・処理担当：受注者）なお、あらかじめ計量容器等別に風袋重量・容積を測

定・記録した。 

 

 

＜第 4 段階：ごみ分析結果の記録＞ 

⑧調査データは、湿重量、容積、単位体積重量の 3 項目に整理し、大・中・小分類

に区分集計した。なお、集計表の数値は端数を処理した上で各表の整合性を図っ

た。 

 

 

＜第 5 段階：考察／解析＞ 

⑨本調査は、令和元年度からの事業系組成調査結果を踏まえた考察を行い、組成変

化、今後の課題も含めて報告する。 
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1.4 調査対象地域及び調査日 

1.4.1 調査対象地域 

調査対象地域は市全域とした。 

 

1.4.2 調査日及び対象となった業態 

調査実施日及び調査対象となった業態は、表 1.4.1 に示すとおりである。 

 

表 1.4.1 調査実施日及び調査対象 

調査回 調査実施日 天候 対象となった業態 

1 令和 7 年 10 月 18 日（土） 晴れ 
スーパー、コンビニエンスストア、

量販店、飲食店、ファストフード

店、事務所、病院、薬局、美容室、

学習塾、保育施設等 
2 令和 7 年 10 月 18 日（土） 晴れ 

3 令和 7 年 11 月 15 日（土） 晴れ 
スーパー、コンビニエンスストア、

量販店、飲食店、ファストフード

店、事務所、病院、葬祭場、高齢者

施設、保育施設等 
4 令和 7 年 11 月 15 日（土） 晴れ 

5 令和 7 年 11 月 29 日（土） 曇り 
スーパー、コンビニエンスストア、

量販店、飲食店、ファストフード

店、事務所、病院、高齢者施設、学

習塾、保育施設等 
6 令和 7 年 11 月 29 日（土） 曇り 
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1.5 事業所及び事業所のごみについて 

1.5.1 鎌倉市の事業所 

本市の産業構成は、第 3 次産業（Ｆ～Ｓ）が最も多く、次に第 2 次産業（Ｃ～Ｅ）第 1 次産業（Ａ、

Ｂ）となっている。 

本市の商業構成は、卸売業・小売業（Ｉ）の占める比率が高く、また観光都市という立地条件から

飲食店と食料品小売業の比率が高いのが特徴である。工業は、少数の大規模事業所があるほかは、小

規模事業所が多く、一部は住宅と混在している状況にある。 

令和 6 年における従業者数は、医療,福祉（Ｐ）が最も多く、次が卸売業,小売業（Ｉ）、3 番目が

宿泊業,飲食サービス業（Ｍ）であり、この 3 業種の合計で全従業者数の約半数を占めている。 

従業者数について令和 3 年と令和 6 年を比較すると、教育,学習支援業（Ｏ）が大きく減少したほ

か、総数も減少している中、製造業（Ｅ）、医療,福祉（Ｐ）、サービス業（他に分類されないもの）

（Ｒ）が増加している。 

 

表 1.5.1 産業大分類別事業所数及び従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 3 年経済センサス─活動調査、令和 6 年経済センサス─基礎調査  

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数

7,237 71,968 5,649 65,223

Ａ 農業，林業 9 28 10 22

Ｂ 漁業 1 11 1 11

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 - - - -

Ｄ 建設業 393 1,813 328 1,713

Ｅ 製造業 190 7,222 149 7,521

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 3 121 2 119

Ｇ 情報通信業 167 3,717 182 3,059

Ｈ 運輸業，郵便業 77 2,895 63 2,352

Ｉ 卸売業，小売業 1,782 13,377 1,357 11,165

Ｊ 金融業，保険業 82 1,136 88 987

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 716 2,515 529 2,205

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 460 4,581 438 4,250

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 1,163 8,708 839 8,552

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 559 2,728 359 2,227

Ｏ 教育，学習支援業 393 4,996 245 3,281

Ｐ 医療，福祉 754 12,827 669 14,368

Ｑ 複合サービス事業 26 374 26 356

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 427 2,691 364 3,035

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 30 2,228 - -

令和６年

令和６年６月１日現在

令和３年

産業大分類

総数

令和３年６月１日現在
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図 1.5.1 産業大分類別事業所数（令和 6 年） 

 

 

 

 

図 1.5.2 産業大分類別従業者数（令和 6 年） 
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1.5.2 事業所のごみの分け方 

事業活動に伴って発生するごみは、以下に示すとおり産業廃棄物、一般廃棄物、家電リサイクル法

対象家電に区分される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.5.3 事業系ごみの区分 

 

1.5.3 産業廃棄物の種類 

事業活動に伴って発生したごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行令」で産業廃棄物として定められた 20 種類の品目は以下に示すとおり。 

表 1.5.2 産業廃棄物の種類 

 

①燃えがら ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ 

⑥廃プラスチック類（合成繊維、合成ゴムなどを含む）  

⑦ゴムくず（天然ゴムくずに限る） ⑧金属くず ⑨ガラスくず、

コンクリートくず ⑩鉱さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん 

 

⑬紙くず（建設業、パルプ製造業、製紙業、製本業など） 

⑭木くず（建設業、木材製造業、木製品製造業など） 

⑮繊維くず（建設業、繊維工業に係る天然繊維） 

⑯動植物性残渣（食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業） 

⑰動物性固形不要物（と畜場、食鳥処理場） 

⑱動物のふん尿（畜産農業） 

⑲動物の死体（畜産農業） 

⑳上記①から⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの 

  

事業系ごみ 

産業廃棄物 

 事業活動に伴って生じたごみ 
のうち、「廃棄物の処理及び清掃 
に関する法律」及び「廃棄物の 

処理及び清掃に関する法律施行
令」で定められた 20 種類の品
目。 

産業廃棄物は市の処理施設に搬 
入できません。 

一般廃棄物 

 事業活動に伴って生じた

ごみのうち、「産業廃棄物」
に該当しないごみ。主なも
のは、生ごみ（食品残さ含

む）、汚れた紙、リサイクル
できない紙などです。 
 

家電リサイクル法 

対象家電 
 

 エアコン、テレビ、冷蔵庫（ワ
インセラー含む）・冷凍庫、洗濯
機・衣類乾燥機の 4 品目の家庭用

機器（業務用機器は対象外）。事業
系で使用されているものであって
も、家庭用機器であれば家電リサ

イクル法の対象です。 
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1.5.4 事業系一般廃棄物の種類 

事業活動に伴って発生したごみのうち、産業廃棄物（P10 参照）に該当しないごみを一般廃棄物（事

業系）といい、定められた種類は以下のとおり。 

 

表 1.5.3 事業系一般廃棄物の種類 

品 目 内 容 備 考 

燃やすごみ 

・生ごみ（食品残渣を含む） 

・汚れた紙、リサイクルできない紙 

・木くずや繊維くずなど 

※食料品や医薬品等の製造業に係る動

植物性残渣は産業廃棄物 

※建設業、木材などやパルプの製造業、

輸入木材の卸売業に係る木くずは産

業廃棄物 

（資源物） 

植木剪定材 

・草、落ち葉 

・剪定した植木の枝 

※建設業に係るものは産業廃棄物 

 

（資源物） 

布類 

・衣類 

・布類 

※建設業、繊維工業に係る繊維くずは産

業廃棄物 

（資源物） 

紙類 

・オフィス紙 

・新聞 

・雑誌 

・ダンボール 

・ボール紙 

・紙パックなど 

※建設業、木材などやパルプの製造業、

新聞業、製本業、印刷物加工業に係る

ものは産業廃棄物 

資料：「事業所のごみと資源の分け方・出し方」（鎌倉市） 
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2．調査結果 

2.1 大分類調査結果 

大分類別の調査結果を以下に示す。 

 

2.1.1 大分類別排出量（湿重量） 

大分類別の湿重量を表 2.1.1 及び図 2.1.1 に示す。また湿重量比を表 2.1.2 及び図 2.1.2 に示

す。 

表 2.1.1 大分類別排出量（湿重量） 

 
※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

 

 

図 2.1.1 大分類別排出量（湿重量）  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 kg kg kg kg kg kg kg kg kg

1 紙類 36.96 45.12 42.67 40.73 38.14 56.57 43.37 56.57 36.96

2 プラスチック類 10.91 9.24 8.51 9.67 9.79 8.14 9.38 10.91 8.14

3 木竹類 0.84 7.44 0.80 1.08 0.28 1.70 2.02 7.44 0.28

4 厨芥類 46.92 32.92 44.26 46.18 48.60 29.38 41.38 48.60 29.38

5 布類 1.54 1.90 0.18 0.12 0.76 0.22 0.79 1.90 0.12

6 その他可燃物 0.14 0.72 0.12 0.64 1.64 0.68 0.66 1.64 0.12

7 ゴム類 0.32 0.32 0.48 0.16 0.36 1.00 0.44 1.00 0.16

8 金属・ガラス類 0.06 0.12 0.22 0.01 0.04 0.16 0.10 0.22 0.01

9 その他不燃物 0.22 0.32 ─ ─ 0.20 0.34 0.18 0.34 0.20

10 排出容器等 2.26 2.84 2.48 1.32 2.84 1.68 2.24 2.84 1.32

100.17 100.94 99.72 99.91 102.65 99.87 100.54 102.65 99.72

平均 最大 最小

合計

0 20 40 60 80 100 120

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

紙類 プラスチック類 木竹類 厨芥類 布類 その他可燃物 ゴム類 金属・ガラス類 その他不燃物 排出容器等

（kg）
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表 2.1.2 大分類別排出割合（湿重量比） 

 
※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

 

 

図 2.1.2 大分類別排出割合（湿重量比） 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1 紙類 36.90 44.70 42.79 40.77 37.16 56.64 43.16 56.64 36.90

2 プラスチック類 10.89 9.15 8.53 9.68 9.54 8.15 9.32 10.89 8.15

3 木竹類 0.84 7.37 0.80 1.08 0.27 1.70 2.01 7.37 0.27

4 厨芥類 46.84 32.62 44.38 46.22 47.35 29.42 41.14 47.35 29.42

5 布類 1.53 1.88 0.18 0.12 0.74 0.22 0.78 1.88 0.12

6 その他可燃物 0.14 0.71 0.12 0.63 1.60 0.68 0.65 1.60 0.12

7 ゴム類 0.32 0.32 0.49 0.16 0.35 1.00 0.44 1.00 0.16

8 金属・ガラス類 0.06 0.12 0.22 0.01 0.04 0.16 0.10 0.22 0.01

9 その他不燃物 0.22 0.32 ─ ─ 0.19 0.35 0.18 0.35 0.19

10 排出容器等 2.26 2.81 2.49 1.32 2.77 1.68 2.22 2.81 1.32

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─合計

平均 最小最大

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

紙類 プラスチック類 木竹類 厨芥類 布類 その他可燃物 ゴム類 金属・ガラス類 その他不燃物 排出容器等
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2.1.2 大分類別排出量（容積） 

大分類別の容積を表 2.1.3 及び図 2.1.3 に示す。また容積比を表 2.1.4 及び図 2.1.4 に示す。 

 

表 2.1.3 大分類別排出量（容積） 

 
※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

 

 

図 2.1.3 大分類別排出量（容積） 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

1 紙類 214.00 271.00 358.10 223.21 360.00 422.50 308.14 422.50 214.00

2 プラスチック類 121.00 152.00 196.10 185.10 161.00 219.00 172.37 219.00 121.00

3 木竹類 30.00 45.00 5.00 11.00 9.00 26.00 21.00 45.00 5.00

4 厨芥類 63.00 86.00 100.00 131.00 160.00 110.00 108.33 160.00 63.00

5 布類 10.00 15.00 3.00 1.00 5.00 2.00 6.00 15.00 1.00

6 その他可燃物 3.00 5.00 2.00 2.00 20.00 5.00 6.17 20.00 2.00

7 ゴム類 3.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.17 5.00 2.00

8 金属・ガラス類 2.00 1.00 1.00 0.10 1.50 2.00 1.27 2.00 0.10

9 その他不燃物 5.00 2.00 ─ ─ 1.50 3.00 1.92 5.00 1.50

10 排出容器等 40.00 60.00 50.00 40.00 80.00 30.00 50.00 80.00 30.00

491.00 642.00 720.20 595.41 803.00 824.50 679.35 824.50 491.00

平均 最大 最小

合計

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

紙類 プラスチック類 木竹類 厨芥類 布類 その他可燃物 ゴム類 金属・ガラス類 その他不燃物 排出容器等

（ Ｌ ）
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表 2.1.4 大分類別排出割合（容積比） 

 
※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

 

 

図 2.1.4 大分類別排出割合（容積比） 

 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1 紙類 43.58 42.21 49.72 37.49 44.83 51.24 44.85 51.24 37.49

2 プラスチック類 24.64 23.68 27.23 31.09 20.05 26.56 25.54 31.09 20.05

3 木竹類 6.11 7.01 0.69 1.85 1.12 3.16 3.32 7.01 0.69

4 厨芥類 12.83 13.39 13.89 21.99 19.93 13.34 15.90 22.00 12.83

5 布類 2.04 2.34 0.42 0.17 0.62 0.24 0.97 2.34 0.17

6 その他可燃物 0.61 0.78 0.28 0.34 2.49 0.61 0.85 2.49 0.28

7 ゴム類 0.61 0.78 0.69 0.34 0.62 0.61 0.61 0.78 0.34

8 金属・ガラス類 0.41 0.16 0.14 0.01 0.19 0.24 0.19 0.41 0.02

9 その他不燃物 1.02 0.30 ─ ─ 0.19 0.36 0.31 1.02 0.19

10 排出容器等 8.15 9.35 6.94 6.72 9.96 3.64 7.46 9.96 3.64

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─

平均 最大 最小

合計

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

紙類 プラスチック類 木竹類 厨芥類 布類 その他可燃物 ゴム類 金属・ガラス類 その他不燃物 排出容器等
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2.1.3 大分類別排出量（単位体積重量） 

大分類別の単位体積重量を表 2.1.5 及び図 2.1.5 に示す。 

 

表 2.1.5 大分類別排出量（単位体積重量） 

 
※1 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※2 全体は、湿重量の合計を容積の合計で除した値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

 

 

図 2.1.5 大分類別排出量（単位体積重量） 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 g/Ｌ g/Ｌ g/Ｌ g/Ｌ g/Ｌ g/Ｌ g/Ｌ g/Ｌ g/Ｌ

1 紙類 173 166 119 182 106 134 141 182 106

2 プラスチック類 90 61 43 52 61 37 54 90 37

3 木竹類 28 165 160 98 31 65 96 165 28

4 厨芥類 745 383 443 353 304 267 382 745 267

5 布類 154 127 60 120 152 110 131 154 60

6 その他可燃物 47 144 60 320 82 136 106 320 47

7 ゴム類 107 64 96 80 72 200 106 200 64

8 金属・ガラス類 30 120 220 100 27 80 80 220 27

9 その他不燃物 44 160 ─ ─ 133 113 94 160 44

10 排出容器等 57 47 50 33 36 56 45 57 33

204 157 138 168 128 121 148 204 121
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2.1.4 大分類別排出量（まとめ） 

1）湿重量比 

表 2.1.2（P13）に示すとおり、6 回の調査の平均で湿重量比は、紙類が最も多く、総量の 43.16％

を占めた。最大は 56.64％、最小は 36.90％であった。 

2 番目に多かったのは厨芥類で、平均が 41.14％、最大が 47.35％、最小が 29.42％であった。 

3 番目がプラスチック類で、平均が 9.32％、最大が 10.89％、最小が 8.15％であった。 

 

2）容積比 

表 2.1.4（P15）に示すとおり、6 回の調査の平均で容積比は、紙類が最も多く、総量の 44.85％

を占めた。最大は 51.24％、最小は 37.49％であった。 

2 番目に多かったのはプラスチック類で、平均が 25.54％、最大が 31.09％、最小が 20.05％であ

った。 

3 番目が厨芥類で、平均が 15.90％、最大が 22.00％、最小が 12.83％であった。 

 

3）単位体積重量 

表 2.1.5（P16）に示すとおり、6 回の調査全体で単位体積重量は 148ｇ/Ｌであった。 

項目別では、厨芥類が最も高く 382ｇ/Ｌ、次が紙類の 141ｇ/Ｌ、3 番目は布類の 131ｇ/Ｌであっ

た。 
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2.2 中分類調査結果 

2.2.1 中分類別排出量（湿重量） 

中分類別の湿重量を表 2.2.1 に、大分類別にそれぞれの中分類の内訳を図 2.2.1～7（P19～P21）

に示す。また中分類別の湿重量比を表 2.2.2（P22）に、大分類別にそれぞれの中分類の内訳を図 2.2.8

～14（P23～P25）に示す。 

 

表 2.2.1 中分類別排出量（湿重量） 

 

※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 kg kg kg kg kg kg kg kg kg

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 0.14 1.14 1.58 0.48 ─ 1.02 0.73 1.58 0.14

1-2 雑誌（本を含む） 1.00 0.24 ─ 0.14 0.10 ─ 0.25 1.00 0.10

1-3 ダンボール 1.26 1.66 ─ 0.02 0.04 0.98 0.66 1.66 0.02

1-4 紙パック 1.86 0.84 0.94 0.34 0.60 1.48 1.01 1.86 0.34

1-5 ボール紙 2.84 1.88 1.78 4.04 1.06 3.74 2.56 4.04 1.06

1-6 カップ型容器 0.02 0.64 0.40 0.76 0.24 0.22 0.38 0.76 0.02

1-7 紙コップ・紙皿 0.30 0.80 0.24 0.54 0.42 0.30 0.43 0.80 0.24

1-8 紙類・包装紙 2.38 2.12 2.96 ─ 0.26 0.78 1.42 2.96 0.26

1-9 色白紙 0.02 0.12 0.10 0.35 0.13 2.30 0.50 2.30 0.02

1-10 色付紙 0.02 ─ 0.01 0.01 0.25 0.16 0.08 0.25 0.01

1-11 その他紙類 27.12 35.68 34.66 34.05 35.04 45.59 35.36 45.59 27.12

小計 36.96 45.12 42.67 40.73 38.14 56.57 43.37 56.57 36.96

2-1 ペットボトル 0.22 0.20 0.10 0.16 0.12 0.02 0.14 0.22 0.02

2-2 発泡スチロール 0.03 0.06 0.93 0.21 0.01 0.04 0.21 0.93 0.01

2-3 容器包装該当プラスチック類 7.72 6.56 6.60 7.90 5.92 5.90 6.77 7.90 5.90

2-4 プラスチック成型品 1.16 0.44 0.22 0.22 0.70 0.52 0.54 1.16 0.22

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 1.62 0.22 0.30 0.22 0.24 0.76 0.56 1.62 0.22

2-6 上記以外のプラスチック類 0.16 1.76 0.36 0.96 2.80 0.90 1.16 2.80 0.16

小計 10.91 9.24 8.51 9.67 9.79 8.14 9.38 10.91 8.14

3-1 植木剪定材 ─ 6.70 ─ 0.04 0.04 1.24 1.34 6.70 0.04

3-2 植木剪定材以外 0.84 0.74 0.80 1.04 0.24 0.46 0.69 1.04 0.24

小計 0.84 7.44 0.80 1.08 0.28 1.70 2.02 7.44 0.28

4-1 厨芥類 46.92 32.92 44.26 46.18 48.60 29.38 41.38 48.60 29.38

小計 46.92 32.92 44.26 46.18 48.60 29.38 41.38 48.60 29.38

5-1 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 0.30 1.46 ─ ─ ─ ─ 0.29 1.46 0.30

5-3 リサイクルできない布類 1.24 0.44 0.18 0.12 0.76 0.22 0.49 1.24 0.12

小計 1.54 1.90 0.18 0.12 0.76 0.22 0.79 1.90 0.12

6-1 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 0.14 0.72 0.12 0.64 1.64 0.68 0.66 1.64 0.12

小計 0.14 0.72 0.12 0.64 1.64 0.68 0.66 1.64 0.12

7-1 ゴム類 0.32 0.32 0.48 0.16 0.36 1.00 0.44 1.00 0.16

小計 0.32 0.32 0.48 0.16 0.36 1.00 0.44 1.00 0.16

8-1 金属類 0.06 0.12 ─ 0.01 0.04 0.16 0.07 0.16 0.01

8-2 ガラス類 ─ ─ 0.22 ─ ─ ─ 0.04 0.22 0.22

小計 0.06 0.12 0.22 0.01 0.04 0.16 0.10 0.22 0.01

9-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 0.02 0.04 0.01 0.04 0.02

9-2 小型家電 ─ 0.12 ─ ─ ─ ─ 0.02 0.12 0.12

9-3 その他 0.22 0.20 ─ ─ 0.18 0.30 0.15 0.30 0.18

小計 0.22 0.32 ─ ─ 0.20 0.34 0.18 0.34 0.20

10-1 排出容器等 2.26 2.84 2.48 1.32 2.84 1.68 2.24 2.84 1.32

小計 2.26 2.84 2.48 1.32 2.84 1.68 2.24 2.84 1.32

100.17 100.94 99.72 99.91 102.65 99.87 100.54 102.65 99.72

10 排出容器等

平均

合計

金属・ガラス類8

9 その他不燃物

その他可燃物6

ゴム類7

1 紙類

プラスチック類

最大 最小

木竹類3

5 布類

2

4 厨芥類
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図 2.2.1 中分類別排出量（湿重量 紙類） 

 

 

図 2.2.2 中分類別排出量（湿重量 プラスチック類） 

 

 

図 2.2.3 中分類別排出量（湿重量 木竹類） 
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図 2.2.4 中分類別排出量（湿重量 布類） 

 

 

図 2.2.5 中分類別排出量（湿重量 その他可燃物） 

 

 

図 2.2.6 中分類別排出量（湿重量 金属・ガラス類） 
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図 2.2.7 中分類別排出量（湿重量 その他不燃物） 

 

※厨芥類、ゴム類及び排出容器等については、中分類項目が単一であるためグラフを割愛した。 
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表 2.2.2 中分類別排出割合（湿重量比） 

 
※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す（大分類として全く排出のない回はその回数を減らした数で除した）。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 0.38 2.53 3.70 1.18 ─ 1.80 1.60 3.70 0.38

1-2 雑誌（本を含む） 2.71 0.53 ─ 0.34 0.26 ─ 0.64 2.71 0.26

1-3 ダンボール 3.41 3.68 ─ 0.05 0.10 1.73 1.50 3.68 0.05

1-4 紙パック 5.03 1.86 2.20 0.83 1.57 2.62 2.35 5.03 0.83

1-5 ボール紙 7.68 4.17 4.17 9.92 2.78 6.61 5.89 9.92 2.78

1-6 カップ型容器 0.05 1.42 0.94 1.87 0.63 0.39 0.88 1.87 0.05

1-7 紙コップ・紙皿 0.81 1.77 0.56 1.33 1.10 0.53 1.02 1.77 0.53

1-8 紙類・包装紙 6.44 4.70 6.94 ─ 0.68 1.38 3.36 6.94 0.68

1-9 色白紙 0.05 0.27 0.23 0.86 0.34 4.07 0.97 4.07 0.05

1-10 色付紙 0.05 ─ 0.02 0.02 0.66 0.28 0.17 0.66 0.02

1-11 その他紙類 73.38 79.08 81.23 83.60 91.87 80.59 81.62 91.87 73.38

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

2-1 ペットボトル 2.02 2.16 1.18 1.65 1.23 0.25 1.41 2.16 0.25

2-2 発泡スチロール 0.27 0.65 10.93 2.17 0.10 0.49 2.44 10.93 0.10

2-3 容器包装該当プラスチック類 70.76 71.00 77.56 81.70 60.47 72.48 72.33 81.70 60.47

2-4 プラスチック成型品 10.63 4.76 2.59 2.28 7.15 6.39 5.63 10.63 2.28

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 14.85 2.38 3.53 2.28 2.45 9.34 5.80 14.85 2.28

2-6 上記以外のプラスチック類 1.47 19.05 4.23 9.93 28.60 11.06 12.39 28.60 1.47

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

3-1 植木剪定材 ─ 90.05 ─ 3.70 14.29 72.94 30.16 90.05 3.70

3-2 植木剪定材以外 100.00 9.95 100.00 96.30 85.71 27.06 69.84 100.00 9.95

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

4-1 厨芥類 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

5-1 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 19.48 76.84 ─ ─ ─ ─ 16.05 76.84 19.48

5-3 リサイクルできない布類 80.52 23.16 100.00 100.00 100.00 100.00 83.95 100.00 23.16

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

6-1 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

7-1 ゴム類 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

8-1 金属類 100.00 100.00 ─ 100.00 100.00 100.00 83.33 100.00 100.00

8-2 ガラス類 ─ ─ 100.00 ─ ─ ─ 16.67 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

9-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 10.00 11.76 5.44 11.76 10.00

9-2 小型家電 ─ 37.50 ─ ─ ─ ─ 9.38 37.50 37.50

9-3 その他 100.00 62.50 ─ ─ 90.00 88.24 85.18 100.00 62.50

100.0 100.0 ─ ─ 100.0 100.0 100.0 ─ ─

10-1 排出容器等 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

1 紙類

小計

2 プラスチック類

小計

平均 最大 最小

3 木竹類

小計

4 厨芥類
小計

5 布類

小計

9 その他不燃物

小計

10 排出容器等
小計

6 その他可燃物

小計

7 ゴム類
小計

8 金属・ガラス類
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図 2.2.8 中分類別排出割合（湿重量比 紙類） 

 

 

図 2.2.9 中分類別排出割合（湿重量比 プラスチック類） 

 

 

図 2.2.10 中分類別排出割合（湿重量比 木竹類） 
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図 2.2.11 中分類別排出割合（湿重量比 布類） 

 

 

図 2.2.12 中分類別排出割合（湿重量比 その他可燃物） 

 

 

図 2.2.13 中分類別排出割合（湿重量比 金属・ガラス類） 
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図 2.2.14 中分類別排出割合（湿重量比 その他不燃物） 

 

※厨芥類、ゴム類及び排出容器等については、中分類項目が単一であるためグラフを割愛した。 
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2.2.2 中分類別排出量（容積） 

中分類別の容積を表 2.2.3 に、大分類別にそれぞれの中分類の内訳を図 2.2.15～21（P27～P29）

に示す。また中分類別の容積比を表 2.2.4（P30）に、大分類別にそれぞれの中分類の内訳を図 2.2.22

～28（P31～P33）に示す。 

 

表 2.2.3 中分類別排出量（容積） 

 

※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 3.00 5.00 40.00 10.00 ─ 5.00 10.50 40.00 3.00

1-2 雑誌（本を含む） 2.00 2.00 ─ 1.00 1.00 ─ 1.00 2.00 1.00

1-3 ダンボール 10.00 5.00 ─ 1.00 2.00 20.00 6.33 20.00 1.00

1-4 紙パック 20.00 8.00 15.00 6.00 30.00 35.00 19.00 35.00 6.00

1-5 ボール紙 25.00 10.00 30.00 50.00 12.00 53.00 30.00 53.00 10.00

1-6 カップ型容器 2.00 5.00 10.00 30.00 5.00 5.00 9.50 30.00 2.00

1-7 紙コップ・紙皿 2.00 10.00 5.00 10.00 5.00 5.00 6.17 10.00 2.00

1-8 紙類・包装紙 25.00 35.00 60.00 ─ 15.00 10.00 24.17 60.00 10.00

1-9 色白紙 2.00 3.00 3.00 5.10 6.00 11.00 5.02 11.00 2.00

1-10 色付紙 2.00 ─ 0.10 0.10 6.00 8.00 2.70 8.00 0.10

1-11 その他紙類 121.00 188.00 195.00 110.01 278.00 270.50 193.75 278.00 110.01

214.00 271.00 358.10 223.21 360.00 422.50 308.14 422.50 214.00

2-1 ペットボトル 7.00 7.00 5.00 7.00 5.00 1.00 5.33 7.00 1.00

2-2 発泡スチロール 6.00 5.00 13.10 10.10 1.00 3.00 6.37 13.10 1.00

2-3 容器包装該当プラスチック類 70.00 120.00 140.00 150.00 100.00 120.00 116.67 150.00 70.00

2-4 プラスチック成型品 25.00 10.00 3.00 3.00 5.00 40.00 14.33 40.00 3.00

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 10.00 5.00 30.00 10.00 10.00 50.00 19.17 50.00 5.00

2-6 上記以外のプラスチック類 3.00 5.00 5.00 5.00 40.00 5.00 10.50 40.00 3.00

121.00 152.00 196.10 185.10 161.00 219.00 172.37 219.00 121.00

3-1 植木剪定材 ─ 40.00 ─ 1.00 4.00 21.00 11.00 40.00 1.00

3-2 植木剪定材以外 30.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 30.00 5.00

30.00 45.00 5.00 11.00 9.00 26.00 21.00 45.00 5.00

4-1 厨芥類 63.00 86.00 100.00 131.00 160.00 110.00 108.33 160.00 63.00

63.00 86.00 100.00 131.00 160.00 110.00 108.33 160.00 63.00

5-1 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 5.00 10.00 ─ ─ ─ ─ 2.50 10.00 5.00

5-3 リサイクルできない布類 5.00 5.00 3.00 1.00 5.00 2.00 3.50 5.00 1.00

10.00 15.00 3.00 1.00 5.00 2.00 6.00 15.00 1.00

6-1 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 3.00 5.00 2.00 2.00 20.00 5.00 6.17 20.00 2.00

3.00 5.00 2.00 2.00 20.00 5.00 6.17 20.00 2.00

7-1 ゴム類 3.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.17 5.00 2.00

3.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.17 5.00 2.00

8-1 金属類 2.00 1.00 ─ 0.10 1.50 2.00 1.10 2.00 0.10

8-2 ガラス類 ─ ─ 1.00 ─ ─ ─ 0.17 1.00 1.00

2.00 1.00 1.00 0.10 1.50 2.00 1.27 2.00 0.10

9-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 0.50 1.00 0.25 1.00 0.50

9-2 小型家電 ─ 1.00 ─ ─ ─ ─ 0.17 1.00 1.00

9-3 その他 5.00 1.00 ─ ─ 1.00 2.00 1.50 5.00 1.00

5.00 2.00 ─ ─ 1.50 3.00 1.92 5.00 1.50

10-1 排出容器等 40.00 60.00 50.00 40.00 80.00 30.00 50.00 80.00 30.00

40.00 60.00 50.00 40.00 80.00 30.00 50.00 80.00 30.00

491.00 642.00 720.20 595.41 803.00 824.50 679.35 824.50 491.00

小計

木竹類3

1 紙類

小計

小計

プラスチック類2

最小最大

合計

小計

金属・ガラス類8

9 その他不燃物

小計

4 厨芥類
小計

排出容器等
小計

平均

小計
ゴム類

5 布類

10

小計

小計

その他可燃物6

7
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図 2.2.15 中分類別排出量（容積 紙類） 

 

 

図 2.2.16 中分類別排出量（容積 プラスチック類） 

 

 

図 2.2.17 中分類別排出量（容積 木竹類） 
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図 2.2.18 中分類別排出量（容積 布類） 

 

 

図 2.2.19 中分類別排出量（容積 その他可燃物） 

 

 

図 2.2.20 中分類別排出量（容積 金属・ガラス類） 
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図 2.2.21 中分類別排出量（容積 その他不燃物） 

 

※厨芥類、ゴム類及び排出容器等については、中分類項目が単一であるためグラフを割愛した。 
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表 2.2.4 中分類別排出割合（容積比） 

 
※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す（大分類として全く排出のない回はその回数を減らした数で除した）。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 1.40 1.85 11.17 4.48 ─ 1.18 3.35 11.17 1.18

1-2 雑誌（本を含む） 0.93 0.74 ─ 0.45 0.28 ─ 0.40 0.93 0.28

1-3 ダンボール 4.67 1.85 ─ 0.45 0.56 4.73 2.04 4.73 0.45

1-4 紙パック 9.35 2.95 4.19 2.69 8.33 8.28 5.97 9.35 2.69

1-5 ボール紙 11.68 3.69 8.38 22.40 3.33 12.54 10.34 22.40 3.33

1-6 カップ型容器 0.93 1.85 2.79 13.44 1.39 1.18 3.60 13.44 0.93

1-7 紙コップ・紙皿 0.93 3.69 1.40 4.48 1.39 1.18 2.18 4.48 0.93

1-8 紙類・包装紙 11.68 12.92 16.76 ─ 4.17 2.37 7.98 16.76 2.37

1-9 色白紙 0.93 1.11 0.84 2.28 1.67 2.60 1.57 2.60 0.84

1-10 色付紙 0.93 ─ 0.03 0.04 1.67 1.89 0.76 1.89 0.03

1-11 その他紙類 56.54 69.37 54.45 49.29 77.22 64.02 61.82 77.22 49.29

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

2-1 ペットボトル 5.79 4.61 2.55 3.78 3.11 0.46 3.38 5.79 0.46

2-2 発泡スチロール 4.96 3.29 6.68 5.46 0.62 1.37 3.73 6.68 0.62

2-3 容器包装該当プラスチック類 57.85 78.95 71.39 81.04 62.11 54.79 67.69 81.04 54.79

2-4 プラスチック成型品 20.66 6.58 1.53 1.62 3.11 18.26 8.63 20.66 1.53

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 8.26 3.29 15.30 5.40 6.21 22.83 10.22 22.83 3.29

2-6 上記以外のプラスチック類 2.48 3.29 2.55 2.70 24.84 2.28 6.36 24.84 2.28

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

3-1 植木剪定材 ─ 88.89 ─ 9.09 44.44 80.77 37.20 88.89 9.09

3-2 植木剪定材以外 100.00 11.11 100.00 90.91 55.56 19.23 62.80 100.00 11.11

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

4-1 厨芥類 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

5-1 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 50.00 66.67 ─ ─ ─ ─ 19.44 66.67 50.00

5-3 リサイクルできない布類 50.00 33.33 100.00 100.00 100.00 100.00 80.56 100.00 33.33

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

6-1 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

7-1 ゴム類 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

8-1 金属類 100.00 100.00 ─ 100.00 100.00 100.00 83.33 100.00 100.00

8-2 ガラス類 ─ ─ 100.00 ─ ─ ─ 16.67 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

9-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 33.33 33.33 16.67 33.33 33.33

9-2 小型家電 ─ 50.00 ─ ─ ─ ─ 12.50 50.00 50.00

9-3 その他 100.00 50.00 ─ ─ 66.67 66.67 70.83 100.00 50.00

100.0 100.0 ─ ─ 100.0 100.0 ─ ─ ─

10-1 排出容器等 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

1 紙類

小計

2 プラスチック類

小計

平均 最大 最小

3 木竹類

小計

4 厨芥類
小計

5 布類

小計

9 その他不燃物

小計

10 排出容器等
小計

6 その他可燃物

小計

7 ゴム類
小計

8 金属・ガラス類

小計
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図 2.2.22 中分類別排出割合（容積比 紙類） 

 

 

図 2.2.23 中分類別排出割合（容積比 プラスチック類） 

 

 

図 2.2.24 中分類別排出割合（容積比 木竹類） 
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図 2.2.25 中分類別排出割合（容積比 布類） 

 

 

図 2.2.26 中分類別排出割合（容積比 その他可燃物） 

 

 

図 2.2.27 中分類別排出割合（容積比 金属・ガラス類） 
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図 2.2.28 中分類別排出割合（容積比 その他不燃物） 

 

※厨芥類、ゴム類及び排出容器等については、中分類項目が単一であるためグラフを割愛した。 
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2.2.3 中分類別排出量（単位体積重量） 

中分類別の単位体積重量を表 2.2.5 及び図 2.2.29（P35）に示す。 

 

表 2.2.5 中分類別排出量（単位体積重量） 

 

※1 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※2 小計及び全体は、湿重量の合計を容積の合計で除した値を示す。 

※3 「─」は確認されなかった項目を示す。 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 47 228 40 48 ─ 204 69 228 40

1-2 雑誌（本を含む） 500 120 ─ 140 100 ─ 247 500 100

1-3 ダンボール 126 332 ─ 20 20 49 104 332 20

1-4 紙パック 93 105 63 57 20 42 53 105 20

1-5 ボール紙 114 188 59 81 88 71 85 188 59

1-6 カップ型容器 10 128 40 25 48 44 40 128 10

1-7 紙コップ・紙皿 150 80 48 54 84 60 70 150 48

1-8 紙類・包装紙 95 61 49 ─ 17 78 59 95 17

1-9 色白紙 10 40 33 69 22 209 100 209 10

1-10 色付紙 10 ─ 100 100 42 20 28 100 10

1-11 その他紙類 224 190 178 310 126 169 182 310 126

173 166 119 182 106 134 141 182 106

2-1 ペットボトル 31 29 20 23 24 20 26 31 20

2-2 発泡スチロール 5 12 71 21 10 13 34 71 5

2-3 容器包装該当プラスチック類 110 55 47 53 59 49 58 110 47

2-4 プラスチック成型品 46 44 73 73 140 13 38 140 13

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 162 44 10 22 24 15 29 162 10

2-6 上記以外のプラスチック類 53 352 72 192 70 180 110 352 53

90 61 43 52 61 37 54 90 37

3-1 植木剪定材 ─ 168 ─ 40 10 59 122 168 10

3-2 植木剪定材以外 28 148 160 104 48 92 69 160 28

28 165 160 98 31 65 96 165 28

4-1 厨芥類 745 383 443 353 304 267 382 745 267

745 383 443 353 304 267 382 745 267

5-1 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 60 146 ─ ─ ─ ─ 117 146 60

5-3 リサイクルできない布類 248 88 60 120 152 110 141 248 60

154 127 60 120 152 110 131 154 60

6-1 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 47 144 60 320 82 136 106 320 47

47 144 60 320 82 136 106 320 47

7-1 ゴム類 107 64 96 80 72 200 106 200 64

107 64 96 80 72 200 106 200 64

8-1 金属類 30 120 ─ 100 27 80 59 120 27

8-2 ガラス類 ─ ─ 220 ─ ─ ─ 220 220 220

30 120 220 100 27 80 80 220 27

9-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 40 40 40 40 40

9-2 小型家電 ─ 120 ─ ─ ─ ─ 120 120 120

9-3 その他 44 200 ─ ─ 180 150 100 200 44

44 160 ─ ─ 133 113 94 160 44

10-1 排出容器等 57 47 50 33 36 56 45 57 33

57 47 50 33 36 56 45 57 33

全体 204 157 138 168 128 121 148 204 121

最小

小計

小計

木竹類3

4 厨芥類
小計

全体 最大

10 排出容器等
小計

小計

金属・ガラス類8

9 その他不燃物

小計

小計

その他可燃物6

7

1 紙類

小計

小計

プラスチック類2

小計
ゴム類

5 布類



35 

 

 

図 2.2.29 中分類別排出量（単位体積重量） 
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2.2.4 中分類別排出量（まとめ） 

1）湿重量比 

調査結果は表 2.2.2（P22）に示すとおりであり、大分類ごとにその内訳について以下にまとめた。

なお、以下に示す数値は、6回の調査結果の平均値である。 

 

①紙類 

 その他紙類が最も多く、紙類の 81.62％を占めた。 

 次がボール紙の 5.89％、紙類・包装紙の 3.36％であった。 

 

②プラスチック類 

 容器包装該当プラスチック類が最も多く、プラスチック類の 72.33％を占めた。 

 次が上記以外のプラスチック類の 12.39％、排出容器等（外装）以外のレジ袋の 5.80％であっ

た。 

 

③木竹類 

 調査回により植木剪定材の変動が大きいものの、植木剪定材以外が 69.84％、植木剪定材が

30.16％であった。 

 

④布類 

 リサイクルできない布類が最も多く、布類の 83.95％を占めた。 

次がその他リサイクルできる布類の 16.05％で、事業活動特有の布類は排出が無かった。 

 

⑤その他可燃物 

 皮革以外が 100.00％を占め、皮革製品の排出が無かった。 

 

⑥金属・ガラス類 

 金属類の占める割合が 83.33％と多く、ガラス類は 16.67％であった。 

 

⑦その他不燃物 

 調査回により変動が大きいものの、その他が 85.18％、次いで小型家電が 9.38％、危険・処理

困難物が 5.44％であった。 
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2）容積比 

調査結果は表 2.2.4（P30）に示すとおりであり、大分類ごとにその内訳について以下にまとめた。

なお、以下に示す数値は、6回の調査結果の平均値である。 

 

①紙類 

 その他紙類が最も多く、紙類の 61.82％を占めた。 

 次がボール紙の 10.34％、紙類・包装紙の 7.98％であった。 

 

②プラスチック類 

 容器包装該当プラスチック類が最も多く、プラスチック類の 67.69％を占めた。 

 次が排出容器等（外装）以外のレジ袋の 10.22％、プラスチック成型品の 8.63％であった。 

 

③木竹類 

 調査回により植木剪定材の変動が大きいものの、植木剪定材以外が 62.80％、植木剪定材が

37.20％であった。 

 

④布類 

 リサイクルできない布類が最も多く、布類の 80.56％を占めた。 

次がその他リサイクルできる布類の 19.44％で、事業活動特有の布類は排出が無かった。 

 

⑤その他可燃物 

 皮革以外が 100.00％を占め、皮革製品の排出が無かった。 

 

⑥金属・ガラス類 

 金属類の占める割合が 83.33％と多く、ガラス類は 16.67％であった。 

 

⑦その他不燃物 

 調査回により変動が大きいものの、その他が 70.83％、次いで危険・処理困難物が 16.67％、小

型家電が 12.50％であった。 
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3）単位体積重量 

調査結果は表 2.2.5（P34）に示すとおりであり、大分類ごとにその内訳について以下にまとめた。

なお、以下に示す数値は、6回の調査結果の平均値である。 

 

①紙類 

 紙類は全体では 141g/L であり、雑誌（本を含む）が 247g/L、その他紙類が 182g/L、ダンボー

ルが 104g/L であった。 

 

②プラスチック類 

 プラスチック類は全体では 54g/L であり、上記以外のプラスチック類が 110g/L、容器包装該当

プラスチック類が 58g/L、プラスチック成型品が 38g/L であった。 

 

③木竹類 

 木竹類は全体では 96g/L であり、植木剪定材が 122g/L、植木剪定材以外が 69g/L であった。 

 

④布類 

 布類は全体では 131g/L であり、リサイクルできない布類が 141g/L、その他のリサイクルでき

る布類が 117g/L であった。 

 

⑤その他可燃物 

 その他可燃物は皮革製品の排出がなく、皮革以外が 106g/L であった。 

 

⑥金属・ガラス類 

 金属・ガラス類は全体では 80g/L であり、ガラス類が 220g/L、金属類が 59g/L であった。 

 

⑦その他不燃物 

 その他不燃物は全体では 94g/L であり、小型家電が 120g/L、その他が 100g/L、危険・処理困難

物が 40g/L であった。 
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2.3 小分類別調査結果 

2.3.1 小分類別排出量（湿重量） 

小分類別の湿重量を表 2.3.1 に、大分類別にそれぞれの小分類の内訳を図 2.3.1～6（P40～P42）

に示す。また小分類別の湿重量比を表 2.3.2（P43）に、大分類別にそれぞれの小分類の内訳を図 2.3.7

～12（P44～P46）に示す。 

表 2.3.1 小分類別排出量（湿重量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す。 
※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 
※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 kg kg kg kg kg kg kg kg kg

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 0.14 1.14 1.58 0.48 ─ 1.02 0.73 1.58 0.14

1-2 雑誌（本を含む） 1.00 0.24 ─ 0.14 0.10 ─ 0.25 1.00 0.10

1-3 ダンボール ダンボール 1.26 1.66 ─ 0.02 0.04 0.98 0.66 1.66 0.02

1-4-1 アルミ付き 1.52 0.58 0.54 0.26 0.60 0.26 0.63 1.52 0.26

1-4-2 アルミなし 0.34 0.26 0.40 0.08 ─ 1.22 0.38 1.22 0.08

1-5-1 容器包装該当 2.10 1.88 1.78 0.92 1.00 3.60 1.88 3.60 0.92

1-5-2 容器包装非該当 0.74 ─ ─ 3.12 0.06 0.14 0.68 3.12 0.06

1-6 カップ型容器 容器包装該当 0.02 0.64 0.40 0.76 0.24 0.22 0.38 0.76 0.02

1-7 紙コップ・紙皿 0.30 0.80 0.24 0.54 0.42 0.30 0.43 0.80 0.24

1-8-1 包装紙 2.14 0.30 2.42 ─ 0.06 0.18 0.85 2.42 0.06

1-8-2 紙袋 0.24 1.82 0.54 ─ 0.20 0.60 0.57 1.82 0.20

1-9-1 オフィス用紙（色白紙） 0.02 0.12 0.10 0.34 0.12 2.28 0.50 2.28 0.02

1-9-2 そのほか色白紙 ─ ─ ─ 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01

1-10-1 オフィス用紙（色付紙） 0.02 ─ ─ ─ ─ ─ 0.00 0.02 0.02

1-10-2 封筒 ─ ─ 0.01 0.01 0.01 0.10 0.02 0.10 0.01

1-10-3 そのほか色付紙 ─ ─ ─ ─ 0.24 0.06 0.05 0.24 0.06

1-11-1 紙おむつ 9.88 19.52 26.78 13.12 15.94 26.52 18.63 26.78 9.88

1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） 17.22 15.74 7.62 20.92 16.18 15.60 15.55 20.92 7.62

1-11-3 シュレッダー紙 ─ ─ ─ ─ 2.18 0.01 0.37 2.18 0.01

1-11-4 伝票 0.02 0.30 0.26 0.01 0.36 1.90 0.48 1.90 0.01

1-11-5 紙類の禁忌品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-7 その他 ─ 0.12 ─ ─ 0.38 1.56 0.34 1.56 0.12

小計 36.96 45.12 42.67 40.73 38.14 56.57 43.37 56.57 36.96

2-1-1 500ｍｌ以下 0.02 0.12 0.10 0.08 0.12 0.02 0.08 0.12 0.02

2-1-2 501ｍｌ以上 0.20 0.08 ─ 0.08 ─ ─ 0.06 0.20 0.08

2-2-1 白色トレー 0.02 ─ 0.04 0.20 0.01 0.04 0.05 0.20 0.01

2-2-2 色付きトレー 0.01 ─ 0.01 0.01 ─ ─ 0.01 0.01 0.01

2-2-3 魚箱類 ─ 0.06 0.88 ─ ─ ─ 0.16 0.88 0.06

2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） 0.90 1.06 0.82 0.90 0.36 0.48 0.75 1.06 0.36

2-3-2 包装類（容器類以外） 6.82 5.50 5.78 7.00 5.56 5.42 6.01 7.00 5.42

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 1.16 0.44 0.22 0.22 0.70 0.52 0.54 1.16 0.22

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 1.62 0.22 0.30 0.22 0.24 0.76 0.56 1.62 0.22

2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 0.16 1.76 0.36 0.96 2.80 0.90 1.16 2.80 0.16

小計 10.91 9.24 8.51 9.67 9.79 8.14 9.38 10.91 8.14

3-1-1 木・草類 ─ 6.70 ─ 0.04 0.04 1.22 1.33 6.70 0.04

3-1-2 竹・シュロ類 ─ ─ ─ ─ ─ 0.02 0.00 0.02 0.02

3-2 植木剪定材以外 0.84 0.74 0.80 1.04 0.24 0.46 0.69 1.04 0.24

小計 0.84 7.44 0.80 1.08 0.28 1.70 2.02 7.44 0.28

4-1-1 調理残渣（適正除去） 41.00 31.04 25.74 17.54 16.52 17.02 24.81 41.00 16.52

4-1-2 調理残渣（過剰除去） 2.80 ─ ─ ─ 3.68 8.58 2.51 8.58 2.80

4-1-3 食べ残し等 2.06 1.78 17.40 28.38 24.22 3.78 12.94 28.38 1.78

4-1-4 未開封食品類 1.06 0.10 1.12 0.26 4.18 ─ 1.12 4.18 0.10

小計 46.92 32.92 44.26 46.18 48.60 29.38 41.38 48.60 29.38

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 0.30 1.46 ─ ─ ─ ─ 0.29 1.46 0.30

5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 1.24 0.44 0.18 0.12 0.76 0.22 0.49 1.24 0.12

小計 1.54 1.90 0.18 0.12 0.76 0.22 0.79 1.90 0.12

6-1 皮革製品 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 その他可燃物 0.14 0.72 0.12 0.64 1.64 0.68 0.66 1.64 0.12

小計 0.14 0.72 0.12 0.64 1.64 0.68 0.66 1.64 0.12

7-1 ゴム類 ゴム製品 0.32 0.32 0.48 0.16 0.36 1.00 0.44 1.00 0.16

小計 0.32 0.32 0.48 0.16 0.36 1.00 0.44 1.00 0.16

8-1-1 飲食用アルミ缶 ─ ─ ─ 0.01 ─ ─ 0.00 0.01 0.01

8-1-2 飲食用以外アルミ缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-3 飲食用スチール缶 0.04 ─ ─ ─ 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02

8-1-4 飲食用以外スチール缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-5 缶以外 0.02 0.12 ─ ─ 0.02 0.10 0.04 0.12 0.02

8-2-1 ビン類 ─ ─ 0.22 ─ ─ ─ 0.04 0.22 0.22

8-2-2 ビン類以外 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 0.06 0.12 0.22 0.01 0.04 0.16 0.10 0.22 0.01

9-1-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 0.02 0.04 0.01 0.04 0.02

9-1-2 排出禁止物 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

9-2 小型家電 小型家電 ─ 0.12 ─ ─ ─ ─ 0.02 0.12 0.12

9-3 その他 その他不燃物 0.22 0.20 ─ ─ 0.18 0.30 0.15 0.30 0.18

小計 0.22 0.32 ─ ─ 0.20 0.34 0.18 0.34 0.20

10-1 排出容器等 2.26 2.84 2.48 1.32 2.84 1.68 2.24 2.84 1.32

小計 2.26 2.84 2.48 1.32 2.84 1.68 2.24 2.84 1.32

100.17 100.94 99.72 99.91 102.65 99.87 100.54 102.65 99.72

8-2 ガラス類

9-1 危険・処理困難物

合計

金属類8-1

10 排出容器等

金属・ガラス類8

9 その他不燃物

その他可燃物

ペットボトル2-1

容器包装該当プラスチック類2-3

2-2 発泡スチロール

平均 最大 最小

7

1 紙類

プラスチック類2

木竹類3

6

ゴム類

紙パック1-4

1-5 ボール紙

1-8

4 厨芥類

5

4-1 厨芥類

布類

紙類・包装紙

1-9 色白紙

色付紙1-10

1-11 その他紙類

植木剪定材3-1
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図 2.3.1 小分類別排出量（湿重量 紙類） 

 

 

図 2.3.2 小分類別排出量（湿重量 プラスチック類） 
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図 2.3.3 小分類別排出量（湿重量 木竹類） 

 

 

図 2.3.4 小分類別排出量（湿重量 厨芥類） 

 

 

図 2.3.5 小分類別排出量（湿重量 金属・ガラス類）  
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２回目
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６回目

平 均

植木剪定材：木・草類 植木剪定材以外：竹・シュロ類 植木剪定材以外

（kg）

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

調理残渣（適正除去） 調理残渣（過剰除去） 食べ残し等（厨芥類） 未開封食品類

（kg）

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

金属類：飲食用アルミ缶 金属類：飲食用以外アルミ缶 金属類：飲食用スチール缶 金属類：飲食用以外スチール缶

金属類：缶以外 ガラス類：ビン類 ガラス類：ビン類以外 （kg）
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図 2.3.6 小分類別排出量（湿重量 その他不燃物） 

 

※ゴム類及び排出容器等については、小分類項目が単一であるため、また、布類及びその他可燃物

については、小分類項目が中分類項目と同一のためグラフを割愛した。 

 

 

 

  

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

危険・処理困難物：危険・処理困難物 危険・処理困難物：排出禁止物 小型家電：小型家電 その他：その他不燃物

（kg）
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表 2.3.2 小分類別排出割合（湿重量比） 

 

※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す（大分類として全く排出のない回はその回数を減らした数で除した）。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 0.38 2.53 3.70 1.18 ─ 1.80 1.60 3.70 0.38

1-2 雑誌（本を含む） 2.71 0.53 ─ 0.34 0.26 ─ 0.64 2.71 0.26

1-3 ダンボール ダンボール 3.41 3.68 ─ 0.05 0.10 1.73 1.50 3.68 0.05

1-4-1 アルミ付き 4.11 1.29 1.27 0.64 1.57 0.46 1.56 4.11 0.46

1-4-2 アルミなし 0.92 0.58 0.94 0.20 ─ 2.16 0.80 2.16 0.20

1-5-1 容器包装該当 5.68 4.17 4.17 2.26 2.62 6.36 4.21 6.36 2.26

1-5-2 容器包装非該当 2.00 ─ ─ 7.66 0.16 0.25 1.68 7.66 0.16

1-6 カップ型容器 容器包装該当 0.05 1.42 0.94 1.87 0.63 0.39 0.88 1.87 0.05

1-7 紙コップ・紙皿 0.81 1.77 0.56 1.33 1.10 0.53 1.02 1.77 0.53

1-8-1 包装紙 5.79 0.66 5.67 ─ 0.16 0.32 2.10 5.79 0.16

1-8-2 紙袋 0.65 4.03 1.27 ─ 0.52 1.06 1.26 4.03 0.52

1-9-1 オフィス用紙（色白紙） 0.05 0.27 0.23 0.83 0.31 4.03 0.96 4.03 0.05

1-9-2 そのほか色白紙 ─ ─ ─ 0.02 0.03 0.04 0.01 0.04 0.02

1-10-1 オフィス用紙（色付紙） 0.05 ─ ─ ─ ─ ─ 0.01 0.05 0.05

1-10-2 封筒 ─ ─ 0.02 0.02 0.03 0.18 0.04 0.18 0.02

1-10-3 そのほか色付紙 ─ ─ ─ ─ 0.63 0.11 0.12 0.63 0.11

1-11-1 紙おむつ 26.73 43.26 62.76 32.21 41.79 46.88 42.27 62.76 26.73

1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） 46.59 34.88 17.86 51.36 42.42 27.58 36.78 51.36 17.86

1-11-3 シュレッダー紙 ─ ─ ─ ─ 5.72 0.02 0.96 5.72 0.02

1-11-4 伝票 0.05 0.66 0.61 0.02 0.94 3.36 0.94 3.36 0.02

1-11-5 紙類の禁忌品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-7 その他 ─ 0.27 ─ ─ 1.00 2.76 0.67 2.76 0.27

小計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─

2-1-1 500ｍｌ以下 0.18 1.30 1.18 0.83 1.23 0.25 0.83 1.30 0.18

2-1-2 501ｍｌ以上 1.83 0.87 ─ 0.83 ─ ─ 0.59 1.83 0.83

2-2-1 白色トレー 0.18 ─ 0.47 2.07 0.10 0.49 0.55 2.07 0.10

2-2-2 色付きトレー 0.09 ─ 0.12 0.10 ─ ─ 0.05 0.12 0.09

2-2-3 魚箱類 ─ 0.65 10.34 ─ ─ ─ 1.83 10.34 0.65

2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） 8.25 11.47 9.64 9.31 3.68 5.90 8.04 11.47 3.68

2-3-2 包装類（容器類以外） 62.51 59.52 67.92 72.39 56.79 66.58 64.29 72.39 56.79

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 10.63 4.76 2.59 2.28 7.15 6.39 5.63 10.63 2.28

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 14.85 2.38 3.53 2.28 2.45 9.34 5.80 14.85 2.28

2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 1.47 19.05 4.23 9.93 28.60 11.06 12.39 28.60 1.47

小計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─

3-1-1 木・草類 ─ 90.05 ─ 3.70 14.29 71.76 29.97 90.05 3.70

3-1-2 竹・シュロ類 ─ ─ ─ ─ ─ 1.18 0.20 1.18 1.18

3-2 植木剪定材以外 100.00 9.95 100.00 96.30 85.71 27.06 69.84 100.00 9.95

小計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─

4-1-1 調理残渣（適正除去） 87.38 94.29 58.16 37.98 33.99 57.93 61.62 94.29 33.99

4-1-2 調理残渣（過剰除去） 5.97 ─ ─ ─ 7.57 29.20 7.12 29.20 5.97

4-1-3 食べ残し等 4.39 5.41 39.31 61.46 49.84 12.87 28.88 61.46 4.39

4-1-4 未開封食品類 2.26 0.30 2.53 0.56 8.60 ─ 2.38 8.60 0.30

小計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 19.48 76.84 ─ ─ ─ ─ 16.05 76.84 19.48

5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 80.52 23.16 100.00 100.00 100.00 100.00 83.95 100.00 23.16

小計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─

6-1 皮革製品 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 その他可燃物 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

小計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─

7-1 ゴム類 ゴム製品 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

小計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─

8-1-1 飲食用アルミ缶 ─ ─ ─ 100.00 ─ ─ 16.67 100.00 100.00

8-1-2 飲食用以外アルミ缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-3 飲食用スチール缶 66.67 ─ ─ ─ 50.00 37.50 25.69 66.67 37.50

8-1-4 飲食用以外スチール缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-5 缶以外 33.33 100.00 ─ ─ 50.00 62.50 40.97 100.00 33.33

8-2-1 ビン類 ─ ─ 100.00 ─ ─ ─ 16.67 100.00 100.00

8-2-2 ビン類以外 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─

9-1-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 10.00 11.76 5.44 11.76 10.00

9-1-2 排出禁止物 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

9-2 小型家電 小型家電 ─ 37.50 ─ ─ ─ ─ 9.38 37.50 37.50

9-3 その他 その他不燃物 100.00 62.50 ─ ─ 90.00 88.24 85.18 100.00 62.50

小計 100.00 100.00 ─ ─ 100.00 100.00 ─ ─ ─

10-1 排出容器等 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

小計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─

厨芥類

1-11 その他紙類

最大 最小

7

紙類・包装紙

1-9

紙パック1-4

1-5 ボール紙

1-8

平均

植木剪定材3-1

2-2 発泡スチロール

10 排出容器等

木竹類3

4

2-3

4-1 厨芥類

金属・ガラス類8

9 その他不燃物

その他可燃物6

ゴム類

プラスチック類2

5 布類

1 紙類

金属類8-1

ペットボトル2-1

容器包装該当プラスチック類

色白紙

色付紙1-10

8-2 ガラス類

9-1 危険・処理困難物
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図 2.3.7 小分類別排出割合（湿重量比 紙類） 

 

 

図 2.3.8 小分類別排出割合（湿重量比 プラスチック類） 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

新聞紙（折り込み広告含む） 雑誌（本を含む）

ダンボール 紙パック：アルミ付き

紙パック：アルミなし ボール紙：容器包装該当

ボール紙：容器包装非該当 カップ型容器（容器包装該当）

紙コップ・紙皿 紙類・包装紙：包装紙

紙類・包装紙：紙類 色白紙：オフィス用紙（色白紙）

色白紙：そのほか色白紙 色付紙：オフィス用紙（色付紙）

色付紙：封筒 色付紙：そのほか色付紙

その他紙類：紙おむつ その他紙類：リサイクルできない紙類（汚れた紙類）

その他紙類：シュレッダー紙 その他紙類：伝票

その他紙類：紙類の禁忌品 その他紙類：特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物）

その他紙類：その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

ペットボトル：500ｍｌ以下 ペットボトル：501ｍｌ以上

発泡スチロール：白色トレー 発泡スチロール：色付きトレー

発泡スチロール：魚箱類 容器包装該当プラスチック類：容器類（箱、容器、チューブ類等）

容器包装該当プラスチック類：包装類（容器類以外） プラスチック成型品

排出容器等（外袋）以外のレジ袋（容器包装該当類） 不織布等
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図 2.3.9 小分類別排出割合（湿重量比 木竹類） 

 

 

図 2.3.10 小分類別排出割合（湿重量比 厨芥類） 

 

 

図 2.3.11 小分類別排出割合（湿重量比 金属・ガラス類）  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

植木剪定材：木・草類 植木剪定材以外：竹・シュロ類 植木剪定材以外

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

調理残渣（適正除去） 調理残渣（過剰除去） 食べ残し等（厨芥類） 未開封食品類

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

金属類：飲食用アルミ缶 金属類：飲食用以外アルミ缶 金属類：飲食用スチール缶 金属類：飲食用以外スチール缶

金属類：缶以外 ガラス類：ビン類 ガラス類：ビン類以外
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図 2.3.12 小分類別排出割合（湿重量比 その他不燃物） 

 

※ゴム類及び排出容器等については、小分類項目が単一であるため、また、布類、その他可燃物に

ついては、小分類項目が中分類項目と同一のためグラフを割愛した。 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

危険・処理困難物：危険・処理困難物 危険・処理困難物：排出禁止物 小型家電：小型家電 その他：その他不燃物
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2.3.2 小分類別排出量（容積） 

小分類別の容積を表 2.3.3 に、大分類別のそれぞれの小分類の内訳を図 2.3.13～18（P48～P50）

に示す。また小分類別の容積比を表 2.3.4（P51）に、大分類別のそれぞれの小分類の内訳を図 2.3.19

～24（P52～P54）に示す。 

表 2.3.3 小分類別排出量（容積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す（大分類として全く排出のない回はその回数を減らした数で除した）。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 3.00 5.00 40.00 10.00 ─ 5.00 10.50 40.00 3.00

1-2 雑誌（本を含む） 2.00 2.00 ─ 1.00 1.00 ─ 1.00 2.00 1.00

1-3 ダンボール ダンボール 10.00 5.00 ─ 1.00 2.00 20.00 6.33 20.00 1.00

1-4-1 アルミ付き 15.00 5.00 5.00 5.00 30.00 5.00 10.83 30.00 5.00

1-4-2 アルミなし 5.00 3.00 10.00 1.00 ─ 30.00 8.17 30.00 1.00

1-5-1 容器包装該当 10.00 10.00 30.00 10.00 10.00 50.00 20.00 50.00 10.00

1-5-2 容器包装非該当 15.00 ─ ─ 40.00 2.00 3.00 10.00 40.00 2.00

1-6 カップ型容器 容器包装該当 2.00 5.00 10.00 30.00 5.00 5.00 9.50 30.00 2.00

1-7 紙コップ・紙皿 2.00 10.00 5.00 10.00 5.00 5.00 6.17 10.00 2.00

1-8-1 包装紙 15.00 5.00 40.00 ─ 5.00 5.00 11.67 40.00 5.00

1-8-2 紙袋 10.00 30.00 20.00 ─ 10.00 5.00 12.50 30.00 5.00

1-9-1 オフィス用紙（色白紙） 2.00 3.00 3.00 5.00 5.00 10.00 4.67 10.00 2.00

1-9-2 そのほか色白紙 ─ ─ ─ 0.10 1.00 1.00 0.35 1.00 0.10

1-10-1 オフィス用紙（色付紙） 2.00 ─ ─ ─ ─ ─ 0.33 2.00 2.00

1-10-2 封筒 ─ ─ 0.10 0.10 1.00 3.00 0.70 3.00 0.10

1-10-3 そのほか色付紙 ─ ─ ─ ─ 5.00 5.00 1.67 5.00 5.00

1-11-1 紙おむつ 40.00 80.00 120.00 50.00 60.00 120.00 78.33 120.00 40.00

1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） 80.00 100.00 70.00 60.00 160.00 110.00 96.67 160.00 60.00

1-11-3 シュレッダー紙 ─ ─ ─ ─ 50.00 0.50 8.42 50.00 0.50

1-11-4 伝票 1.00 5.00 5.00 0.01 5.00 10.00 4.34 10.00 0.01

1-11-5 紙類の禁忌品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-7 その他 ─ 3.00 ─ ─ 3.00 30.00 6.00 30.00 3.00

小計 214.00 271.00 358.10 223.21 360.00 422.50 308.14 422.50 214.00

2-1-1 500ｍｌ以下 2.00 4.00 5.00 4.00 5.00 1.00 3.50 5.00 1.00

2-1-2 501ｍｌ以上 5.00 3.00 ─ 3.00 ─ ─ 1.83 5.00 3.00

2-2-1 白色トレー 5.00 ─ 3.00 10.00 1.00 3.00 3.67 10.00 1.00

2-2-2 色付きトレー 1.00 ─ 0.10 0.10 ─ ─ 0.20 1.00 0.10

2-2-3 魚箱類 ─ 5.00 10.00 ─ ─ ─ 2.50 10.00 5.00

2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） 10.00 50.00 30.00 40.00 10.00 20.00 26.67 50.00 10.00

2-3-2 包装類（容器類以外） 60.00 70.00 110.00 110.00 90.00 100.00 90.00 110.00 60.00

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 25.00 10.00 3.00 3.00 5.00 40.00 14.33 40.00 3.00

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 10.00 5.00 30.00 10.00 10.00 50.00 19.17 50.00 5.00

2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 3.00 5.00 5.00 5.00 40.00 5.00 10.50 40.00 3.00

小計 121.00 152.00 196.10 185.10 161.00 219.00 172.37 219.00 121.00

3-1-1 木・草類 ─ 40.00 ─ 1.00 4.00 20.00 10.83 40.00 1.00

3-1-2 竹・シュロ類 ─ ─ ─ ─ ─ 1.00 0.17 1.00 1.00

3-2 植木剪定材以外 30.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 30.00 5.00

小計 30.00 45.00 5.00 11.00 9.00 26.00 21.00 45.00 5.00

4-1-1 調理残渣（適正除去） 50.00 80.00 60.00 60.00 50.00 50.00 58.33 80.00 50.00

4-1-2 調理残渣（過剰除去） 5.00 ─ ─ ─ 20.00 40.00 10.83 40.00 5.00

4-1-3 食べ残し等 5.00 5.00 35.00 70.00 70.00 20.00 34.17 70.00 5.00

4-1-4 未開封食品類 3.00 1.00 5.00 1.00 20.00 ─ 5.00 20.00 1.00

小計 63.00 86.00 100.00 131.00 160.00 110.00 108.33 160.00 63.00

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 5.00 10.00 ─ ─ ─ ─ 2.50 10.00 5.00

5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 5.00 5.00 3.00 1.00 5.00 2.00 3.50 5.00 1.00

小計 10.00 15.00 3.00 1.00 5.00 2.00 6.00 15.00 1.00

6-1 皮革製品 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 その他可燃物 3.00 5.00 2.00 2.00 20.00 5.00 6.17 20.00 2.00

小計 3.00 5.00 2.00 2.00 20.00 5.00 6.17 20.00 2.00

7-1 ゴム類 ゴム製品 3.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.17 5.00 2.00

小計 3.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.17 5.00 2.00

8-1-1 飲食用アルミ缶 ─ ─ ─ 0.10 ─ ─ 0.02 0.10 0.10

8-1-2 飲食用以外アルミ缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-3 飲食用スチール缶 1.00 ─ ─ ─ 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00

8-1-4 飲食用以外スチール缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-5 缶以外 1.00 1.00 ─ ─ 0.50 1.00 0.58 1.00 0.50

8-2-1 ビン類 ─ ─ 1.00 ─ ─ ─ 0.17 1.00 1.00

8-2-2 ビン類以外 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 2.00 1.00 1.00 0.10 1.50 2.00 1.27 2.00 0.10

9-1-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 0.50 1.00 0.25 1.00 0.50

9-1-2 排出禁止物 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

9-2 小型家電 小型家電 ─ 1.00 ─ ─ ─ ─ 0.17 1.00 1.00

9-3 その他 その他不燃物 5.00 1.00 ─ ─ 1.00 2.00 1.50 5.00 1.00

小計 5.00 2.00 ─ ─ 1.50 3.00 1.92 5.00 1.50

10-1 排出容器等 40.00 60.00 50.00 40.00 80.00 30.00 50.00 80.00 30.00

小計 40.00 60.00 50.00 40.00 80.00 30.00 50.00 80.00 30.00

491.00 642.00 720.20 595.41 803.00 824.50 679.35 824.50 491.00

8-2 ガラス類

9-1 危険・処理困難物

合計

金属類8-1

10 排出容器等

金属・ガラス類8

9 その他不燃物

その他可燃物

ペットボトル2-1

容器包装該当プラスチック類2-3

2-2 発泡スチロール

平均 最大 最小

7

1 紙類

プラスチック類2

木竹類3

6

ゴム類

紙パック1-4

1-5 ボール紙

1-8

4 厨芥類

5

4-1 厨芥類

布類

紙類・包装紙

1-9 色白紙

色付紙1-10

1-11 その他紙類

植木剪定材3-1
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図 2.3.13 小分類別排出量（容積 紙類） 

 

 

図 2.3.14 小分類別排出量（容積 プラスチック類）  

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

新聞紙（折り込み広告含む） 雑誌（本を含む）

ダンボール 紙パック：アルミ付き

紙パック：アルミなし ボール紙：容器包装該当

ボール紙：容器包装非該当 カップ型容器（容器包装該当）

紙コップ・紙皿 紙類・包装紙：包装紙

紙類・包装紙：紙類 色白紙：オフィス用紙（色白紙）

色白紙：そのほか色白紙 色付紙：オフィス用紙（色付紙）

色付紙：封筒 色付紙：そのほか色付紙

その他紙類：紙おむつ その他紙類：リサイクルできない紙類（汚れた紙類）

その他紙類：シュレッダー紙 その他紙類：伝票

その他紙類：紙類の禁忌品 その他紙類：特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物）

その他紙類：その他 （Ｌ）

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

ペットボトル：500ｍｌ以下 ペットボトル：501ｍｌ以上

発泡スチロール：白色トレー 発泡スチロール：色付きトレー

発泡スチロール：魚箱類 容器包装該当プラスチック類：容器類（箱、容器、チューブ類等）

容器包装該当プラスチック類：包装類（容器類以外） プラスチック成型品

排出容器等（外袋）以外のレジ袋（容器包装該当類） 不織布等
（Ｌ）
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図 2.3.15 小分類別排出量（容積 木竹類） 

 

 

2.3.16 小分類別排出量（容積 厨芥類） 

 

 

図 2.3.17 小分類別排出量（容積 金属・ガラス類）  

0 10 20 30 40

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

植木剪定材：木・草類 植木剪定材以外：竹・シュロ類 植木剪定材以外

（Ｌ）

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

調理残渣（適正除去） 調理残渣（過剰除去） 食べ残し等（厨芥類） 未開封食品類

（Ｌ）

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

金属類：飲食用アルミ缶 金属類：飲食用以外アルミ缶 金属類：飲食用スチール缶 金属類：飲食用以外スチール缶

金属類：缶以外 ガラス類：ビン類 ガラス類：ビン類以外 （Ｌ）



50 

 

 

 

図 2.3.18 小分類別排出量（容積 その他不燃物） 

 

※ゴム類及び排出容器等については、小分類項目が単一であるため、また、布類、その他可燃物に

ついては、小分類項目が中分類項目と同一のためグラフを割愛した。 

 

  

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

危険・処理困難物：危険・処理困難物 危険・処理困難物：排出禁止物 小型家電：小型家電 その他：その他不燃物

（Ｌ）
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表 2.3.4 小分類別排出割合（容積比） 

 
※1 平均は 1～6 回目の合計値を 6 で除した値を示す（大分類として全く排出のない回はその回数を減らした数で除した）。 

※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 1.40 1.85 11.17 4.48 ─ 1.18 3.35 11.17 1.18

1-2 雑誌（本を含む） 0.93 0.74 ─ 0.45 0.28 ─ 0.40 0.93 0.28

1-3 ダンボール ダンボール 4.67 1.85 ─ 0.45 0.56 4.73 2.04 4.73 0.45

1-4-1 アルミ付き 7.01 1.85 1.40 2.24 8.33 1.18 3.67 8.33 1.18

1-4-2 アルミなし 2.34 1.11 2.79 0.45 ─ 7.10 2.30 7.10 0.45

1-5-1 容器包装該当 4.67 3.69 8.38 4.48 2.78 11.83 5.97 11.83 2.78

1-5-2 容器包装非該当 7.01 ─ ─ 17.92 0.56 0.71 4.37 17.92 0.56

1-6 カップ型容器 容器包装該当 0.93 1.85 2.79 13.44 1.39 1.18 3.60 13.44 0.93

1-7 紙コップ・紙皿 0.93 3.69 1.40 4.48 1.39 1.18 2.18 4.48 0.93

1-8-1 包装紙 7.01 1.85 11.17 ─ 1.39 1.18 3.77 11.17 1.18

1-8-2 紙袋 4.67 11.07 5.59 ─ 2.78 1.18 4.21 11.07 1.18

1-9-1 オフィス用紙（色白紙） 0.93 1.11 0.84 2.24 1.39 2.37 1.48 2.37 0.84

1-9-2 そのほか色白紙 ─ ─ ─ 0.04 0.28 0.24 0.09 0.28 0.04

1-10-1 オフィス用紙（色付紙） 0.93 ─ ─ ─ ─ ─ 0.16 0.93 0.93

1-10-2 封筒 ─ ─ 0.03 0.04 0.28 0.71 0.18 0.71 0.03

1-10-3 そのほか色付紙 ─ ─ ─ ─ 1.39 1.18 0.43 1.39 1.18

1-11-1 紙おむつ 18.69 29.52 33.51 22.40 16.67 28.40 24.87 33.51 16.67

1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） 37.38 36.90 19.55 26.88 44.44 26.04 31.87 44.44 19.55

1-11-3 シュレッダー紙 ─ ─ ─ ─ 13.89 0.12 2.33 13.89 0.12

1-11-4 伝票 0.47 1.85 1.40 0.00 1.39 2.37 1.24 2.37 0.00

1-11-5 紙類の禁忌品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-7 その他 ─ 1.11 ─ ─ 0.83 7.10 1.51 7.10 0.83

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

2-1-1 500ｍｌ以下 1.65 2.63 2.55 2.16 3.11 0.46 2.09 3.11 0.46

2-1-2 501ｍｌ以上 4.13 1.97 ─ 1.62 ─ ─ 1.29 4.13 1.62

2-2-1 白色トレー 4.13 ─ 1.53 5.40 0.62 1.37 2.18 5.40 0.62

2-2-2 色付きトレー 0.83 ─ 0.05 0.05 ─ ─ 0.16 0.83 0.05

2-2-3 魚箱類 ─ 3.29 5.10 ─ ─ ─ 1.40 5.10 3.29

2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） 8.26 32.89 15.30 21.61 6.21 9.13 15.57 32.89 6.21

2-3-2 包装類（容器類以外） 49.59 46.05 56.09 59.43 55.90 45.66 52.12 59.43 45.66

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 20.66 6.58 1.53 1.62 3.11 18.26 8.63 20.66 1.53

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 8.26 3.29 15.30 5.40 6.21 22.83 10.22 22.83 3.29

2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 2.48 3.29 2.55 2.70 24.84 2.28 6.36 24.84 2.28

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

3-1-1 木・草類 ─ 88.89 ─ 9.09 44.44 76.92 36.56 88.89 9.09

3-1-2 竹・シュロ類 ─ ─ ─ ─ ─ 3.85 0.64 3.85 3.85

3-2 植木剪定材以外 100.00 11.11 100.00 90.91 55.56 19.23 62.80 100.00 11.11

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

4-1-1 調理残渣（適正除去） 79.37 93.02 60.00 45.80 31.25 45.45 59.15 93.02 31.25

4-1-2 調理残渣（過剰除去） 7.94 ─ ─ ─ 12.50 36.36 9.47 36.36 7.94

4-1-3 食べ残し等 7.94 5.81 35.00 53.44 43.75 18.18 27.35 53.44 5.81

4-1-4 未開封食品類 4.76 1.16 5.00 0.76 12.50 ─ 4.03 12.50 0.76

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 50.00 66.67 ─ ─ ─ ─ 19.44 66.67 50.00

5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 50.00 33.33 100.00 100.00 100.00 100.00 80.56 100.00 33.33

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

6-1 皮革製品 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 その他可燃物 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

7-1 ゴム類 ゴム製品 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

8-1-1 飲食用アルミ缶 ─ ─ ─ 100.00 ─ ─ 16.67 100.00 100.00

8-1-2 飲食用以外アルミ缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-3 飲食用スチール缶 50.00 ─ ─ ─ 66.67 50.00 27.78 66.67 50.00

8-1-4 飲食用以外スチール缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-5 缶以外 50.00 100.00 ─ ─ 33.33 50.00 38.89 100.00 33.33

8-2-1 ビン類 ─ ─ 100.00 ─ ─ ─ 16.67 100.00 100.00

8-2-2 ビン類以外 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

9-1-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 33.33 33.33 16.67 33.33 33.33

9-1-2 排出禁止物 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

9-2 小型家電 小型家電 ─ 50.00 ─ ─ ─ ─ 12.50 50.00 50.00

9-3 その他 その他不燃物 100.00 50.00 ─ ─ 66.67 66.67 70.83 100.00 50.00

小計 100.0 100.0 ─ ─ 100.0 100.0 ─ ─ ─

10-1 排出容器等 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─ ─

紙パック1-4

1-5 ボール紙

1-8

発泡スチロール

紙類・包装紙

1-9 色白紙

色付紙1-10

1-11 その他紙類

最大 最小平均

その他可燃物6

ゴム類

厨芥類

5

7

1 紙類

プラスチック類2

木竹類3

4

布類

10 排出容器等

金属類8-1

ペットボトル2-1

容器包装該当プラスチック類2-3

2-2

4-1 厨芥類

植木剪定材3-1

8-2 ガラス類

9-1 危険・処理困難物

金属・ガラス類8

9 その他不燃物
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図 2.3.19 小分類別排出割合（容積比 紙類） 

 

 

図 2.3.20 小分類別排出割合（容積比 プラスチック類） 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

新聞紙（折り込み広告含む） 雑誌（本を含む）

ダンボール 紙パック：アルミ付き

紙パック：アルミなし ボール紙：容器包装該当

ボール紙：容器包装非該当 カップ型容器（容器包装該当）

紙コップ・紙皿 紙類・包装紙：包装紙

紙類・包装紙：紙類 色白紙：オフィス用紙（色白紙）

色白紙：そのほか色白紙 色付紙：オフィス用紙（色付紙）

色付紙：封筒 色付紙：そのほか色付紙

その他紙類：紙おむつ その他紙類：リサイクルできない紙類（汚れた紙類）

その他紙類：シュレッダー紙 その他紙類：伝票

その他紙類：紙類の禁忌品 その他紙類：特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物）

その他紙類：その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

ペットボトル：500ｍｌ以下 ペットボトル：501ｍｌ以上

発泡スチロール：白色トレー 発泡スチロール：色付きトレー

発泡スチロール：魚箱類 容器包装該当プラスチック類：容器類（箱、容器、チューブ類等）

容器包装該当プラスチック類：包装類（容器類以外） プラスチック成型品

排出容器等（外袋）以外のレジ袋（容器包装該当類） 不織布等



53 

 

 

図 2.3.21 小分類別排出割合（容積比 木竹類） 

 

 

図 2.3.22 小分類別排出割合（容積比 厨芥類） 

 

 

図 2.3.23 小分類別排出割合（容積比 金属・ガラス類）  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

植木剪定材：木・草類 植木剪定材以外：竹・シュロ類 植木剪定材以外

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

調理残渣（適正除去） 調理残渣（過剰除去） 食べ残し等（厨芥類） 未開封食品類

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

金属類：飲食用アルミ缶 金属類：飲食用以外アルミ缶 金属類：飲食用スチール缶 金属類：飲食用以外スチール缶

金属類：缶以外 ガラス類：ビン類 ガラス類：ビン類以外
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図 2.3.24 小分類別排出割合（容積比 その他不燃物） 

 

※ゴム類及び排出容器等については、小分類項目が単一であるため、また、布類、その他可燃物に

ついては、小分類項目が中分類項目と同一のためグラフを割愛した。 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１回目

２回目

３回目

４回目

５回目

６回目

平 均

危険・処理困難物：危険・処理困難物 危険・処理困難物：排出禁止物 小型家電：小型家電 その他：その他不燃物
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2.3.3 小分類別排出量（単位体積重量） 

小分類別の単位体積重量を表 2.3.5 及び図 2.3.25（P56）に示す。 

 

表 2.3.5 小分類別排出量（単位体積重量） 

 

※1 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目で排出が確認された値の中における最大・最小の数値を示す。 

※2 小計及び全体は、湿重量の合計を容積の合計で除した値を示す。 

※3 「─」は排出が確認されなかった項目を示す。 

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ ｇ/Ｌ

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 47 228 40 48 ─ 204 69 228 40

1-2 雑誌（本を含む） 500 120 ─ 140 100 ─ 247 500 100

1-3 ダンボール ダンボール 126 332 ─ 20 20 49 104 332 20

1-4-1 アルミ付き 101 116 108 52 20 52 58 116 20

1-4-2 アルミなし 68 87 40 80 ─ 41 47 87 40

1-5-1 容器包装該当 210 188 59 92 100 72 94 210 59

1-5-2 容器包装非該当 49 ─ ─ 78 30 47 68 78 30

1-6 カップ型容器 容器包装該当 10 128 40 25 48 44 40 128 10

1-7 紙コップ・紙皿 150 80 48 54 84 60 70 150 48

1-8-1 包装紙 143 60 61 ─ 12 36 73 143 12

1-8-2 紙袋 24 61 27 ─ 20 120 45 120 20

1-9-1 オフィス用紙（色白紙） 10 40 33 68 24 228 106 228 10

1-9-2 そのほか色白紙 ─ ─ ─ 100 10 20 19 100 10

1-10-1 オフィス用紙（色付紙） 10 ─ ─ ─ ─ ─ 10 10 10

1-10-2 封筒 ─ ─ 100 100 10 33 31 100 10

1-10-3 そのほか色付紙 ─ ─ ─ ─ 48 12 30 48 12

1-11-1 紙おむつ 247 244 223 262 266 221 238 266 221

1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） 215 157 109 349 101 142 161 349 101

1-11-3 シュレッダー紙 ─ ─ ─ ─ 44 20 43 44 20

1-11-4 伝票 20 60 52 1000 72 190 110 1000 20

1-11-5 紙類の禁忌品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-7 その他 ─ 40 ─ ─ 127 52 57 127 40

小計 173 166 119 182 106 134 141 182 106

2-1-1 500ｍｌ以下 10 30 20 20 24 20 22 30 10

2-1-2 501ｍｌ以上 40 27 ─ 27 ─ ─ 33 40 27

2-2-1 白色トレー 4 ─ 13 20 10 13 14 20 4

2-2-2 色付きトレー 10 ─ 100 100 ─ ─ 25 100 10

2-2-3 魚箱類 ─ 12 88 ─ ─ ─ 63 88 12

2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） 90 21 27 23 36 24 28 90 21

2-3-2 包装類（容器類以外） 114 79 53 64 62 54 67 114 53

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 46 44 73 73 140 13 38 140 13

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 162 44 10 22 24 15 29 162 10

2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 53 352 72 192 70 180 110 352 53

小計 90 61 43 52 61 37 54 90 37

3-1-1 木・草類 ─ 168 ─ 40 10 61 123 168 10

3-1-2 竹・シュロ類 ─ ─ ─ ─ ─ 20 20 20 20

3-2 植木剪定材以外 28 148 160 104 48 92 69 160 28

小計 28 165 160 98 31 65 96 165 28

4-1-1 調理残渣（適正除去） 820 388 429 292 330 340 425 820 292

4-1-2 調理残渣（過剰除去） 560 ─ ─ ─ 184 215 232 560 184

4-1-3 食べ残し等 412 356 497 405 346 189 379 497 189

4-1-4 未開封食品類 353 100 224 260 209 ─ 224 353 100

小計 745 383 443 353 304 267 382 745 267

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 60 146 ─ ─ ─ ─ 117 146 60

5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 248 88 60 120 152 110 141 248 60

小計 154 127 60 120 152 110 131 154 60

6-1 皮革製品 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 その他可燃物 47 144 60 320 82 136 106 320 47

小計 47 144 60 320 82 136 106 320 47

7-1 ゴム類 ゴム製品 107 64 96 80 72 200 106 200 64

小計 107 64 96 80 72 200 106 200 64

8-1-1 飲食用アルミ缶 ─ ─ ─ 100 ─ ─ 100 100 100

8-1-2 飲食用以外アルミ缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-3 飲食用スチール缶 40 ─ ─ ─ 20 60 40 60 20

8-1-4 飲食用以外スチール缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-5 缶以外 20 120 ─ ─ 40 100 74 120 20

8-2-1 ビン類 ─ ─ 220 ─ ─ ─ 220 220 220

8-2-2 ビン類以外 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 30 120 220 100 27 80 80 220 27

9-1-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 40 40 40 40 40

9-1-2 排出禁止物 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

9-2 小型家電 小型家電 ─ 120 ─ ─ ─ ─ 120 120 120

9-3 その他 その他不燃物 44 200 ─ ─ 180 150 100 200 44

小計 44 160 ─ ─ 133 113 94 160 44

10-1 排出容器等 57 47 50 33 36 56 45 57 33

小計 57 47 50 33 36 56 45 57 33

204 157 138 168 128 121 148 204 121

3

6

ゴム類

紙パック1-4

1-5 ボール紙

1-8

4 厨芥類

5 布類

紙類・包装紙

1-9 色白紙

色付紙1-10

1-11 その他紙類

植木剪定材3-1

4-1 厨芥類

10 排出容器等

金属・ガラス類8

9 その他不燃物

その他可燃物

ペットボトル2-1

容器包装該当プラスチック類2-3

2-2 発泡スチロール

全体 最大 最小

7

1 紙類

プラスチック類2

木竹類

金属類8-1

8-2 ガラス類

9-1 危険・処理困難物

全体
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リ サ イ ク ル で き な い 布 類

皮 革 製 品

そ の 他 可 燃 物

ゴ ム 製 品

飲 食 用 ア ル ミ 缶

飲 食 用 以 外 ア ル ミ 缶

飲 食 用 ス チ ー ル 缶

飲 食 用 以 外 ス チ ー ル 缶

缶 以 外

ビ ン 類

ビ ン 類 以 外
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排 出 容 器 等

全 体

（
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2.3.4 小分類別排出量（まとめ） 

1）湿重量比 

調査結果は表 2.3.2（P43）に示すとおりであり、大分類ごとにその内訳について以下にまとめた。

なお、以下に示す数値は、6回の調査結果の平均値である。 

 

①紙類 

 中分類で約 82％と最も多くを占めたその他紙類について、小分類では紙おむつが 42.27％と最

も多く、次いでリサイクルできない紙類（汚れた紙類）が 36.78％であった。 

 

②プラスチック類 

 中分類で約 72％と最も多くを占めた容器包装該当プラスチック類について、小分類では包装類

（容器類以外）が 64.29％と多くを占めた。容器類（箱、容器、チューブ類等）は 8.04％であっ

た。 

 

③木竹類 

 小分類では、木・草類が 29.97％、竹・シュロ類が 0.20%であった。 

 

④厨芥類 

 調理残渣（適正除去）が 61.62％、食べ残し等が 28.88％、調理残渣（過剰除去）が 7.12％、

未開封食品類は 2.38％であった。 

 

⑤金属・ガラス類 

 金属類では、缶以外が 40.97％と最も多くを占め、次いで飲食用スチール缶が 25.69％、飲食用

アルミ缶が 16.67％であった。飲食用以外アルミ缶、及び飲食用以外スチール缶の排出はなかっ

た。 

ガラス類では、ビン類が 16.67％を占め、ビン類以外の排出はなかった。 

 

⑥その他不燃物 

 危険・処理困難物が 5.44％で、排出禁止物の排出はなかった。 
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2）容積比 

調査結果は表 2.3.4（P51）に示すとおりであり、大分類ごとにその内訳について以下にまとめた。

なお、以下に示す数値は、6回の調査結果の平均値である。 

 

①紙類 

 湿重量比では、紙おむつの占める割合が 42.27％で特に大きかったが、容積比ではその割合が小

さくなり、リサイクルできない紙類（汚れた紙類）が 31.87％、紙おむつが 24.87％を占めていた。 

 

②プラスチック類 

 容器包装該当プラスチック類の割合が多く、そのうち、包装類（容器類以外）が 52.12％、容器

類（箱、容器、チューブ類等）が 15.57％であった。 

 

③木竹類 

 植木剪定材については、木・草類が 36.56％、竹・シュロ類が 0.64％であった。 

 

④厨芥類 

 調理残渣（適正除去）が 59.15％と最も多くを占め、次いで食べ残し等が 27.35％、調理残渣（過

剰除去）が 9.47％、未開封食品類が 4.03％であった。 

 

⑤金属・ガラス類 

 金属類のうち、缶以外が 38.89％、飲食用スチール缶が 27.78％、飲食用アルミ缶が 16.67％で

あった。 

 ガラス類では、ビン類が 16.67％であった。 

 

⑥その他不燃物 

 危険・処理困難物が 16.67％であった。 
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3）単位体積重量 

調査結果は表 2.3.5（P55）に示すとおりであり、大分類ごとにその内訳について以下にまとめた。

なお、以下に示す数値は、6回の調査結果の平均値である。 

 

①紙類 

 紙類は全体では 141g/L であり、雑誌（本を含む）が 247g/L、紙おむつが 238g/L、リサイクル

できない紙類（汚れた紙類）が 161g/L であった。 

 

②プラスチック類 

 プラスチック類は全体では 54g/L であり、上記以外のプラスチック類が 110g/L、容器包装該当

プラスチック類：包装類（容器類以外）が 67g/L、発泡スチロール：魚箱類が 63g/L であった。 

 

③木竹類 

 木竹類は全体では 96g/L であり、木・草類が 123g/L であった。 

 

④厨芥類 

 厨芥類は全体では 382g/L であり、調理残渣（適正除去）が 425g/L、食べ残し等が 379g/L、調

理残渣（過剰除去）が 232g/L であった。 

 

⑤金属・ガラス類 

金属・ガラス類は全体の 80g/L に対して、ガラス類のビン類が 220g/L と高く、金属類：飲食用

アルミ缶が 100g/L、金属類：缶以外が 74g/L であった。 

 

⑥その他不燃物 

 その他不燃物は全体では 94g/L であり、小型家電が 120g/L、その他不燃物が 100g/L、危険・処

理困難物が 40g/L であった。 
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3．解析結果 

3.1 産業廃棄物等の混入について 

3.1.1 産業廃棄物、一般廃棄物・資源物の湿重量比について 

 小分類項目を「産業廃棄物」、「一般廃棄物・資源物」、「一般廃棄物・可燃物」の 3 つのグループに

大別した。小分類項目のグループを表 3.1.1 に、産業廃棄物、一般廃棄物・資源物、一般廃棄物・可

燃物の割合（湿重量比）を表 3.1.2（P61）に示す。 

 

表 3.1.1 小分類項目別の産業廃棄物、一般廃棄物・資源物、一般廃棄物・可燃物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目
産業

廃棄物
資源

（一廃）
可燃

（一廃）

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） ●
1-2 雑誌（本を含む） ●
1-3 ダンボール ダンボール ●

1-4-1 アルミ付き ●
1-4-2 アルミなし ●
1-5-1 容器包装該当 ●
1-5-2 容器包装非該当 ●

1-6 カップ型容器 容器包装該当 ●
1-7 紙コップ・紙皿 ●

1-8-1 包装紙 ●
1-8-2 紙袋 ●
1-9-1 オフィス用紙（色白紙） ●
1-9-2 そのほか色白紙 ●
1-10-1 オフィス用紙（色付紙） ●
1-10-2 封筒 ●
1-10-3 そのほか色付紙 ●
1-11-1 紙おむつ ●
1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） ●
1-11-3 シュレッダー紙 ●
1-11-4 伝票 ●
1-11-5 紙類の禁忌品 ●
1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） ●
1-11-7 その他 ●
2-1-1 500ｍｌ以下 ●
2-1-2 501ｍｌ以上 ●
2-2-1 白色トレー ●
2-2-2 色付きトレー ●
2-2-3 魚箱類 ●
2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） ●
2-3-2 包装類（容器類以外） ●

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 ●
2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 ●
2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 ●

3-1-1 木・草類 ●
3-1-2 竹・シュロ類 ●

3-2 植木剪定材以外 ●
4-1-1 調理残渣（適正除去） ●
4-1-2 調理残渣（過剰除去） ●
4-1-3 食べ残し等 ●
4-1-4 未開封食品類 ●

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ●
5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 ●
5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 ●
6-1 皮革製品 皮革製品 ●
6-2 皮革以外 その他可燃物 ●

7 ゴム類 7-1 ゴム類 ゴム製品 ●
8-1-1 飲食用アルミ缶 ●
8-1-2 飲食用以外アルミ缶 ●
8-1-3 飲食用スチール缶 ●
8-1-4 飲食用以外スチール缶 ●
8-1-5 缶以外 ●
8-2-1 ビン類 ●
8-2-2 ビン類以外 ●
9-1-1 危険・処理困難物 ●
9-1-2 排出禁止物 ●

9-2 小型家電 小型家電 ●
9-3 その他 その他不燃物 ●

10 排出容器等 10-1 排出容器等 ●

色白紙

1-10 色付紙

木竹類
3-1

紙類

1-4

1-11

プラスチック類

紙パック

1-5 ボール紙

1-8 紙類・包装紙

その他紙類

ペットボトル

2-2 発泡スチロール

2-3 容器包装該当プラスチック類

8-2

1

2

9 その他不燃物
9-1

2-1

1-9

ガラス類

危険・処理困難物

植木剪定材

4 厨芥類 4-1 厨芥類

5 布類

6 その他可燃物

3

8 金属・ガラス類
8-1 金属類



61 

 

表 3.1.2 産業廃棄物、一般廃棄物・資源物、一般廃棄物・可燃物の割合（湿重量比） 

 

※1 平均は 1～6 回目の合計を 6 で除した値を示す。 
※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目の中で最大・最小の値を示す。 
※3 端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。 

 

事業系ごみの組成調査結果では、湿重量ベースでは産業廃棄物に該当するものが 10.05％、一般廃

棄物のうち資源物に該当するものが 8.53％混入していた。つまり、事業系ごみとして搬入されたご

みのうち、湿重量比で約 19％の異物が混入しているという結果だった。 

  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 0.14 1.13 1.58 0.48 ─ 1.02 0.73 1.58 0.14

1-2 雑誌（本を含む） 1.00 0.24 ─ 0.14 0.10 ─ 0.25 1.00 0.10

1-3 ダンボール ダンボール 1.26 1.64 ─ 0.02 0.04 0.98 0.66 1.64 0.02

1-4-1 アルミ付き 1.52 0.57 0.54 0.26 0.58 0.26 0.62 1.52 0.26

1-4-2 アルミなし 0.34 0.26 0.40 0.08 ─ 1.22 0.38 1.22 0.08

1-5-1 容器包装該当 2.10 1.86 1.78 0.92 0.97 3.60 1.87 3.60 0.92

1-5-2 容器包装非該当 0.74 ─ ─ 3.12 0.06 0.14 0.68 3.12 0.06

1-6 カップ型容器 容器包装該当 0.02 0.63 0.40 0.76 0.23 0.22 0.38 0.76 0.02

1-7 紙コップ・紙皿 0.30 0.79 0.24 0.54 0.41 0.30 0.43 0.79 0.24

1-8-1 包装紙 2.14 0.30 2.43 ─ 0.06 0.18 0.85 2.43 0.06

1-8-2 紙袋 0.24 1.80 0.54 ─ 0.19 0.60 0.56 1.80 0.19

1-9-1 オフィス用紙（色白紙） 0.02 0.12 0.10 0.34 0.12 2.28 0.50 2.28 0.02

1-9-2 そのほか色白紙 ─ ─ ─ 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01

1-10-1 オフィス用紙（色付紙） 0.02 ─ ─ ─ ─ ─ 0.00 0.02 0.02

1-10-2 封筒 ─ ─ 0.01 0.01 0.01 0.10 0.02 0.10 0.01

1-10-3 そのほか色付紙 ─ ─ ─ ─ 0.23 0.06 0.05 0.23 0.06

1-11-1 紙おむつ 9.86 19.34 26.86 13.13 15.53 26.55 18.55 26.86 9.86

1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） 17.19 15.59 7.64 20.94 15.76 15.62 15.46 20.94 7.64

1-11-3 シュレッダー紙 ─ ─ ─ ─ 2.12 0.01 0.36 2.12 0.01

1-11-4 伝票 0.02 0.30 0.26 0.01 0.35 1.90 0.47 1.90 0.01

1-11-5 紙類の禁忌品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-7 その他 ─ 0.12 ─ ─ 0.37 1.56 0.34 1.56 0.12

小計 36.90 44.70 42.79 40.77 37.16 56.64 43.16 ─ ─

2-1-1 500ｍｌ以下 0.02 0.12 0.10 0.08 0.12 0.02 0.08 0.12 0.02

2-1-2 501ｍｌ以上 0.20 0.08 ─ 0.08 ─ ─ 0.06 0.20 0.08

2-2-1 白色トレー 0.02 ─ 0.04 0.20 0.01 0.04 0.05 0.20 0.01

2-2-2 色付きトレー 0.01 ─ 0.01 0.01 ─ ─ 0.01 0.01 0.01

2-2-3 魚箱類 ─ 0.06 0.88 ─ ─ ─ 0.16 0.88 0.06

2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） 0.90 1.05 0.82 0.90 0.35 0.48 0.75 1.05 0.35

2-3-2 包装類（容器類以外） 6.81 5.45 5.80 7.01 5.42 5.43 5.98 7.01 5.42

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 1.16 0.44 0.22 0.22 0.68 0.52 0.54 1.16 0.22

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 1.62 0.22 0.30 0.22 0.23 0.76 0.56 1.62 0.22

2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 0.16 1.74 0.36 0.96 2.73 0.90 1.14 2.73 0.16

小計 10.89 9.15 8.53 9.68 9.54 8.15 9.32 ─ ─

3-1-1 木・草類 ─ 6.64 ─ 0.04 0.04 1.22 1.32 6.64 0.04

3-1-2 竹・シュロ類 ─ ─ ─ ─ ─ 0.02 0.00 0.02 0.02

3-2 植木剪定材以外 0.84 0.73 0.80 1.04 0.23 0.46 0.68 1.04 0.23

小計 0.84 7.37 0.80 1.08 0.27 1.70 2.01 ─ ─

4-1-1 調理残渣（適正除去） 40.93 30.75 25.81 17.56 16.09 17.04 24.70 40.93 16.09

4-1-2 調理残渣（過剰除去） 2.80 ─ ─ ─ 3.58 8.59 2.50 8.59 2.80

4-1-3 食べ残し等 2.06 1.76 17.45 28.41 23.59 3.78 12.84 28.41 1.76

4-1-4 未開封食品類 1.06 0.10 1.12 0.26 4.07 ─ 1.10 4.07 0.10

小計 46.84 32.61 44.38 46.22 47.35 29.42 41.14 ─ ─

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0.00 0.00

5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 0.30 1.45 ─ ─ ─ ─ 0.29 1.45 0.30

5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 1.24 0.44 0.18 0.12 0.74 0.22 0.49 1.24 0.12

小計 1.54 1.88 0.18 0.12 0.74 0.22 0.78 ─ ─

6-1 皮革製品 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 その他可燃物 0.14 0.71 0.12 0.64 1.60 0.68 0.65 1.60 0.12

小計 0.14 0.71 0.12 0.64 1.60 0.68 0.65 ─ ─

7-1 ゴム類 ゴム製品 0.32 0.32 0.48 0.16 0.35 1.00 0.44 1.00 0.16

小計 0.32 0.32 0.48 0.16 0.35 1.00 0.44 ─ ─

8-1-1 飲食用アルミ缶 ─ ─ ─ 0.01 ─ ─ 0.00 0.01 0.01

8-1-2 飲食用以外アルミ缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-3 飲食用スチール缶 0.04 ─ ─ ─ 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02

8-1-4 飲食用以外スチール缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-5 缶以外 0.02 0.12 ─ ─ 0.02 0.10 0.04 0.12 0.02

8-2-1 ビン類 ─ ─ 0.22 ─ ─ ─ 0.04 0.22 0.22

8-2-2 ビン類以外 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 0.06 0.12 0.22 0.01 0.04 0.16 0.10 ─ ─

9-1-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 0.02 0.04 0.01 0.04 0.02

9-1-2 排出禁止物 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

9-2 小型家電 小型家電 ─ 0.12 ─ ─ ─ ─ 0.02 0.12 0.12

9-3 その他 その他不燃物 0.22 0.20 ─ ─ 0.18 0.30 0.15 0.30 0.18

小計 0.22 0.32 ─ ─ 0.19 0.34 0.18 ─ ─

10-1 排出容器等 2.26 2.81 2.49 1.32 2.77 1.68 2.22 2.81 1.32

小計 2.26 2.81 2.49 1.32 2.77 1.68 2.22 ─ ─

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

うち産業廃棄物合計 11.49 9.91 9.24 9.85 10.12 9.65 10.05 ─ ─

うち資源化の可能性があるごみ（一廃） 8.29 15.43 6.85 5.16 3.96 11.46 8.53 ─ ─

うち燃やすごみ 80.22 74.66 83.91 84.99 85.92 78.88 81.43 ─ ─

プラスチック類2

木竹類3

10 排出容器等

4-1 厨芥類

金属・ガラス類8

9 その他不燃物

その他可燃物6

ゴム類

4 厨芥類

5 布類

ペットボトル2-1

容器包装該当プラスチック類2-3

2-2 発泡スチロール

紙類・包装紙

1-9 色白紙

色付紙1-10

1-11

平均 最大 最小

7

1 紙類

金属類8-1

植木剪定材3-1

紙パック1-4

1-5 ボール紙

1-8

その他紙類

8-2 ガラス類

9-1 危険・処理困難物

合計
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表 3.1.3 産業廃棄物（湿重量比） 

 

【産業廃棄物】 

 産業廃棄物は全体で 10.05％であり、「2 プラスチック類」が 9.33％と最も多く、次いで「7 ゴム

類」が 0.44％、「9 その他不燃物」0.18％、「8 金属・ガラス類」0.10％であった。 

 「2 プラスチック類」について内訳を見ると、「2-3-2 包装類（容器類以外）」が 5.98％と約 3 分

の 2 もの割合を占めた。 

 内容は、食品、生活用品などの包装類であった。事業活動に伴って排出されるプラスチック類は産

業廃棄物に該当することから、事業者の責任により適正処理を行うよう啓発・指導を行う必要がある

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-2 包装類（容器類以外）  

調査回：６回

調査日：令和7年10月18～11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ％

1-11 その他紙類 1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） ─

小計 ─

2-1-1 500ｍｌ以下 0.08

2-1-2 501ｍｌ以上 0.06

2-2-1 白色トレー 0.05

2-2-2 色付きトレー 0.01

2-2-3 魚箱類 0.16

2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） 0.75

2-3-2 包装類（容器類以外） 5.98

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 0.54

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 0.56

2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 1.14

小計 9.33

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ─

小計 ─

7-1 ゴム類 ゴム製品 0.44

小計 0.44

8-1-1 飲食用アルミ缶 0.00

8-1-2 飲食用以外アルミ缶 ─

8-1-3 飲食用スチール缶 0.02

8-1-4 飲食用以外スチール缶 ─

8-1-5 缶以外 0.04

8-2-1 ビン類 0.04

8-2-2 ビン類以外 ─

小計 0.10

9-1-1 危険・処理困難物 0.01

9-1-2 排出禁止物 ─

9-2 小型家電 小型家電 0.02

9-3 その他 その他不燃物 0.15

小計 0.18

10.05

9-1 危険・処理困難物

金属類8-1

金属・ガラス類8

8-2 ガラス類

9 その他不燃物

産業廃棄物 合計

ゴム類7

プラスチック類2

5 布類

ペットボトル2-1

容器包装該当プラスチック類2-3

2-2 発泡スチロール

平均

1 紙類



63 

 

表 3.1.4 一般廃棄物・資源物（湿重量比） 

 

【一般廃棄物・資源物】 

 一般廃棄物・資源物は全体で 8.53％であり、「1 紙類」が 6.92％と最も多く、次いで「3 木竹類」

が 1.32％、「5 布類」は 0.29％であった。 

 「紙類」については、「1-5-1 ボール紙：容器包装該当」が 1.87％と最も多く、次いで「1-8-1 紙

類・包装紙：包装紙」は 0.85％であった。お菓子や家庭雑貨、タバコの箱が多く排出されていた。

事業活動に伴って排出される紙類は一般廃棄物であるが、新聞紙やボール紙は資源物に該当するこ

とから、資源の有効活用といった観点からも、事業者の責任により分別して処理を行うよう啓発・指

導を行う必要があると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5-1 ボール紙：容器包装該当          1-8-1 紙類・包装紙：包装紙 

  

調査回：６回

調査日：令和7年10月18～11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ％

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 0.73

1-2 雑誌（本を含む） 0.25

1-3 ダンボール ダンボール 0.66

1-4 紙パック 1-4-2 アルミなし 0.38

1-5-1 容器包装該当 1.87

1-5-2 容器包装非該当 0.68

1-8-1 包装紙 0.85

1-8-2 紙袋 0.56

1-9-1 オフィス用紙（色白紙） 0.50

1-9-2 そのほか色白紙 0.01

1-10-1 オフィス用紙（色付紙） 0.00

1-10-2 封筒 0.02

1-10-3 そのほか色付紙 0.05

1-11 その他紙類 1-11-3 シュレッダー紙 0.36

小計 6.92

3-1-1 木・草類 1.32

3-1-2 竹・シュロ類 0.00

小計 1.32

5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 0.29

小計 0.29

8.53

紙類・包装紙

1-9 色白紙

一般廃棄物・資源物　合計

3 木竹類
3-1 植木剪定材

5

1-10 色付紙

布類

平均

1 紙類

1-5 ボール紙

1-8
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表 3.1.5 一般廃棄物・可燃物（湿重量比） 

 

【一般廃棄物・可燃物】 

 一般廃棄物・可燃物は全体で 81.43％であり、「4 厨芥類」が 41.14％と最も多く、次いで「1 紙

類」が 36.25％、「10 排出容器等」が 2.22％であった。 

 「4 厨芥類」について内訳をみると、「4-1-1 調理残渣(適正除去)」が 24.70％、「4-1-3 食べ残

し等」が 12.84％、「4-1-2 調理残渣（過剰除去）」が 2.50％であった。 

 「1 紙類」について内訳をみると「1-11-1 紙おむつ」が 18.55％で、次いでティッシュ、紙ナプ

キン等「1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類）」が 15.46％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-1 調理残渣(適正除去)     1-11-1 紙おむつ        10-1 排出容器等 

  

調査回：６回

調査日：令和7年10月18～11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ％

1-4 紙パック 1-4-1 アルミ付き 0.62

1-6 カップ型容器 容器包装該当 0.38

1-7 紙コップ・紙皿 0.43

1-11-1 紙おむつ 18.55

1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） 15.46

1-11-4 伝票 0.47

1-11-5 紙類の禁忌品 ─

1-11-7 その他 0.34

小計 36.25

3-2 植木剪定材以外 0.68

小計 0.68

4-1-1 調理残渣（適正除去） 24.70

4-1-2 調理残渣（過剰除去） 2.50

4-1-3 食べ残し等 12.84

4-1-4 未開封食品類 1.10

小計 41.14

5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 0.49

小計 0.49

6-1 皮革製品 皮革製品 ─

6-2 皮革以外 その他可燃物 0.65

小計 0.65

10-1 排出容器等 2.22

小計 2.22

81.43

平均

布類5

1-11 その他紙類

厨芥類
4 厨芥類

4-1

一般廃棄物・可燃物　合計

紙類1

3 木竹類

6 その他可燃物

10 排出容器等
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3.1.2 産業廃棄物、一般廃棄物・資源物の容積比について 

 産業廃棄物、一般廃棄物・資源物、一般廃棄物・可燃物の割合（容積比）を表 3.1.6 に示す。 

 

表 3.1.6 産業廃棄物、一般廃棄物・資源物、一般廃棄物・可燃物の割合（容積比） 

 
※1 平均は 1～6 回目の合計を 6 で除した値を示す。 
※2 最大・最小はそれぞれ 1～6 回目の中で最大・最小の値を示す。 
※3 端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。 

 

 事業系ごみの組成調査結果では、容積ベースでは産業廃棄物に該当するものが 26.65％、一般廃棄

物のうち資源物に該当するものが 16.06％混入していた。したがって、事業系ごみとして搬入された

ごみのうち、容積比で 42.71％の異物が混入していた。  

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 0.61 0.78 5.55 1.68 ─ 0.61 1.54 5.55 0.61

1-2 雑誌（本を含む） 0.41 0.31 ─ 0.17 0.12 ─ 0.17 0.41 0.12

1-3 ダンボール ダンボール 2.04 0.78 ─ 0.17 0.25 2.43 0.94 2.43 0.17

1-4-1 アルミ付き 3.05 0.78 0.69 0.84 3.74 0.61 1.62 3.74 0.61

1-4-2 アルミなし 1.02 0.47 1.39 0.17 ─ 3.64 1.11 3.64 0.17

1-5-1 容器包装該当 2.04 1.56 4.17 1.68 1.25 6.06 2.79 6.06 1.25

1-5-2 容器包装非該当 3.05 ─ ─ 6.72 0.25 0.36 1.73 6.72 0.25

1-6 カップ型容器 容器包装該当 0.41 0.78 1.39 5.04 0.62 0.61 1.47 5.04 0.41

1-7 紙コップ・紙皿 0.41 1.56 0.69 1.68 0.62 0.61 0.93 1.68 0.41

1-8-1 包装紙 3.05 0.78 5.55 ─ 0.62 0.61 1.77 5.55 0.61

1-8-2 紙袋 2.04 4.67 2.78 ─ 1.25 0.61 1.89 4.67 0.61

1-9-1 オフィス用紙（色白紙） 0.41 0.47 0.42 0.84 0.62 1.21 0.66 1.21 0.41

1-9-2 そのほか色白紙 ─ ─ ─ 0.02 0.12 0.12 0.04 0.12 0.02

1-10-1 オフィス用紙（色付紙） 0.41 ─ ─ ─ ─ ─ 0.07 0.41 0.41

1-10-2 封筒 ─ ─ 0.01 0.02 0.12 0.36 0.09 0.36 0.01

1-10-3 そのほか色付紙 ─ ─ ─ ─ 0.62 0.61 0.20 0.62 0.61

1-11-1 紙おむつ 8.15 12.46 16.66 8.40 7.47 14.55 11.28 16.66 7.47

1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） 16.29 15.58 9.72 10.08 19.93 13.34 14.16 19.93 9.72

1-11-3 シュレッダー紙 ─ ─ ─ ─ 6.23 0.06 1.05 6.23 0.06

1-11-4 伝票 0.20 0.78 0.69 0.00 0.62 1.21 0.59 1.21 0.00

1-11-5 紙類の禁忌品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1-11-7 その他 ─ 0.47 ─ ─ 0.37 3.64 0.75 3.64 0.37

小計 43.58 42.21 49.72 37.49 44.83 51.24 44.85 ─ ─

2-1-1 500ｍｌ以下 0.41 0.62 0.69 0.67 0.62 0.12 0.52 0.69 0.12

2-1-2 501ｍｌ以上 1.02 0.47 ─ 0.50 ─ ─ 0.33 1.02 0.47

2-2-1 白色トレー 1.02 ─ 0.42 1.68 0.12 0.36 0.60 1.68 0.12

2-2-2 色付きトレー 0.20 ─ 0.01 0.02 ─ ─ 0.04 0.20 0.01

2-2-3 魚箱類 ─ 0.78 1.39 ─ ─ ─ 0.36 1.39 0.78

2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） 2.04 7.79 4.17 6.72 1.25 2.43 4.06 7.79 1.25

2-3-2 包装類（容器類以外） 12.22 10.90 15.27 18.47 11.21 12.13 13.37 18.47 10.90

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 5.09 1.56 0.42 0.50 0.62 4.85 2.17 5.09 0.42

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 2.04 0.78 4.17 1.68 1.25 6.06 2.66 6.06 0.78

2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 0.61 0.78 0.69 0.84 4.98 0.61 1.42 4.98 0.61

小計 24.64 23.68 27.23 31.09 20.05 26.56 25.54 ─ ─

3-1-1 木・草類 ─ 6.23 ─ 0.17 0.50 2.43 1.55 6.23 0.17

3-1-2 竹・シュロ類 ─ ─ ─ ─ ─ 0.12 0.02 0.12 0.12

3-2 植木剪定材以外 6.11 0.78 0.69 1.68 0.62 0.61 1.75 6.11 0.61

小計 6.11 7.01 0.69 1.85 1.12 3.15 3.32 ─ ─

4-1-1 調理残渣（適正除去） 10.18 12.46 8.33 10.08 6.23 6.06 8.89 12.46 6.06

4-1-2 調理残渣（過剰除去） 1.02 ─ ─ ─ 2.49 4.85 1.39 4.85 1.02

4-1-3 食べ残し等 1.02 0.78 4.86 11.76 8.72 2.43 4.93 11.76 0.78

4-1-4 未開封食品類 0.61 0.16 0.69 0.17 2.49 ─ 0.69 2.49 0.16

小計 12.83 13.40 13.89 22.00 19.93 13.34 15.90 ─ ─

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0.00 0.00

5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 1.02 1.56 ─ ─ ─ ─ 0.43 1.56 1.02

5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 1.02 0.78 0.42 0.17 0.62 0.24 0.54 1.02 0.17

小計 2.04 2.34 0.42 0.17 0.62 0.24 0.97 ─ ─

6-1 皮革製品 皮革製品 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6-2 皮革以外 その他可燃物 0.61 0.78 0.28 0.34 2.49 0.61 0.85 2.49 0.28

小計 0.61 0.78 0.28 0.34 2.49 0.61 0.85 ─ ─

7-1 ゴム類 ゴム製品 0.61 0.78 0.69 0.34 0.62 0.61 0.61 0.78 0.34

小計 0.61 0.78 0.69 0.34 0.62 0.61 0.61 ─ ─

8-1-1 飲食用アルミ缶 ─ ─ ─ 0.02 ─ ─ 0.00 0.02 0.02

8-1-2 飲食用以外アルミ缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-3 飲食用スチール缶 0.20 ─ ─ ─ 0.12 0.12 0.07 0.20 0.12

8-1-4 飲食用以外スチール缶 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8-1-5 缶以外 0.20 0.16 ─ ─ 0.06 0.12 0.09 0.20 0.06

8-2-1 ビン類 ─ ─ 0.14 ─ ─ ─ 0.02 0.14 0.14

8-2-2 ビン類以外 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

小計 0.41 0.16 0.14 0.02 0.19 0.24 0.19 ─ ─

9-1-1 危険・処理困難物 ─ ─ ─ ─ 0.06 0.12 0.03 0.12 0.06

9-1-2 排出禁止物 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

9-2 小型家電 小型家電 ─ 0.16 ─ ─ ─ ─ 0.03 0.16 0.16

9-3 その他 その他不燃物 1.02 0.16 ─ ─ 0.12 0.24 0.26 1.02 0.12

小計 1.02 0.31 ─ ─ 0.19 0.36 0.31 ─ ─

10-1 排出容器等 8.15 9.35 6.94 6.72 9.96 3.64 7.46 9.96 3.64

小計 8.15 9.35 6.94 6.72 9.96 3.64 7.46 ─ ─

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─ ─

うち産業廃棄物合計 26.68 24.92 28.06 31.44 21.05 27.77 26.65 ─ ─

うち資源化の可能性があるごみ（一廃） 16.09 17.60 19.87 11.62 11.96 19.22 16.06 ─ ─

うち燃やすごみ 57.23 57.48 52.07 56.94 67.00 53.00 57.29 ─ ─

5 布類

7

金属類8-1

3

4 厨芥類

10 排出容器等

その他紙類

植木剪定材

9 その他不燃物

その他可燃物

3-1

紙類・包装紙

1-9 色白紙

平均 最大 最小

プラスチック類2

木竹類

1 紙類

2-1

2-3

色付紙1-10

1-11

ペットボトル

容器包装該当プラスチック類

2-2

金属・ガラス類8

6

ゴム類

紙パック1-4

1-5 ボール紙

4-1 厨芥類

1-8

8-2 ガラス類

9-1 危険・処理困難物

発泡スチロール

合計
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3.2 過年度調査との比較 

3.2.1 過年度事業系ごみ組成調査の大分類別質重量比の比較 

 平成 23 年度及び平成 27 年度から令和 5 年度は 2 年毎、以降は毎年度、事業系ごみ等分別収集モ

ニタリング分析の一環として、ごみ組成調査が実施されている。各調査年度における調査方法を表

3.2.1 に示す。 

 

表 3.2.1 各調査年度の調査方法 

 

平成 23 年度から平成 29 年度までは、同じ大分類項目で組成調査が行われたが、令和元年度調査

から、大分類項目の「その他可燃物」より「ゴム類」を別項目として調査を実施しているため、過年

度調査結果と比較するにあたって、令和元年度から令和 5 年度調査の「ゴム類」を「その他可燃物」

に加えて経年比較を行った。なお、令和元年度調査の集計にあたっては、個別調査対象となっている

3 回目（福祉施設）及び 5 回目（飲食店）を除いた合計 4 回の調査結果をとりまとめた。 

なお、平成 27 年度及び平成 29 年度調査は、プラスチック類の中分類項目として「2-6 その他プ

ラスチック製品」の分類を行ったが、令和元年度から令和 5 年度調査では、その項目を除いた 55 項

目にて調査を実施したため、過年度との比較にあたって「2-6 その他プラスチック製品」を「2-4 プ

ラスチック成型品」に加えて集計し比較した。令和 6 年度及び令和 7 年度調査では「2-6 その他プ

ラスチック製品」の項目を再び採用し 58 項目となった。 

  

調査年度
調査
時期

分類
項目

実施
回数

調査主体 調査方法

平成23年度
9月
10月

9項目 8回
委託

約 2～3名

事業系ごみ（燃やすごみ）をピット内で混合・
均質化した後、平ボディ車１台分をサンプリン
グ、約10kgになるまで縮分を行い、委託会社
にて仕分け調査した。

平成27年度 8月 56項目 6回
委託

約 9～10名

平成29年度 9月 56項目 6回
委託

約 7～8名

4回
委託

約 6～7名

事業系ごみ（燃やすごみ）をピット内で混合・
均質化した後、平ボディ車１台分をサンプリン
グ、今泉クリーンセンターにおいて約100kgを
無作為に抽出して分別調査した。

2回
委託

約 6～7名

飲食店及び福祉施設を対象として、パッカー
車１台分の収集ごみから今泉クリーンセンター
において、約100kgを無作為に抽出して分別
調査した。

令和３年度 11月 57項目 6回
委託

約 6～7名

事業系ごみ（燃やすごみ）をピット内で混合・
均質化した後、パッカー車１台分をサンプリン
グ、今泉クリーンセンターにおいて約100kgを
無作為に抽出して分別調査した。

令和５年度 11月 57項目 6回
委託

約 6～7名

事業系ごみ（資源化処理するごみ）について
一定量をサンプリング、今泉クリーンセンター
において約100㎏を無作為に抽出して分別調
査した。

令和６年度 11月 58項目 6回
委託

約 6～7名

事業系ごみ（資源化処理するごみ）について
一定量をサンプリング、名越クリーンセンター
において約100㎏を無作為に抽出して分別調
査した。

令和７年度
10月
11月

58項目 6回
委託

約 6～7名

事業系ごみ（資源化処理するごみ）について
一定量をサンプリング、今泉クリーンセンター
において約100㎏を無作為に抽出して分別調
査した。

令和元年度 9月 55項目

事業系ごみ（燃やすごみ）をピット内で混合・
均質化した後、パッカー車１台分をサンプリン
グ、名越クリーンセンターにおいて約200kgを
無作為に抽出して分別調査した。
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 平成 23 年度から令和 5 年度の調査結果（大分類別排出割合：湿重量比）を表 3.2.2 及び図 3.2.1

に示す。また、平成 29 年度から令和 6 年度の小分類ごとの調査結果（排出割合 湿重量比）を表 3.2.3

（P68）に示す。 

表 3.2.2 大分類別湿重量比経年比較 

 
※1 平均は各調査年度の合計の平均値を示す。 

※2 最大・最小はそれぞれ各調査年度の中で最大・最小の値を示す。 

※3 現行項目と過年度項目との差異により、「ゴム類」を「その他可燃物」に含めている。 

 

図 3.2.1 大分類別湿重量比経年比較 

 

 大分類項目のうち、紙類、プラスチック類、厨芥類の 3 項目で約 9 割を占めている。 

 紙類は、令和 3 年度の 51.13％が突出しているが、約 30％～約 40％で推移している。 

 プラスチック類は、平成 23 年度の 20.00％から減少傾向であったが、令和 5 年度に 4.73％と最小

となって以降、増加傾向となっている。 

 厨芥類は、令和元年度 35.41％、令和 3 年度が 25.89％と 40％を下回っているが、約 40％～約 50％

で推移している。 

  

単位：％
No. 大分類項目 H23 H27 H29 R1 R3 R5 R6 R7 平均 最大 最小
1 紙類 41.90 32.92 30.90 41.26 51.13 33.53 35.81 43.16 38.83 51.13 30.90
2 プラスチック類 20.00 12.72 11.16 9.54 12.77 4.73 8.25 9.32 11.06 20.00 4.73
3 木竹類 2.60 3.65 4.05 4.86 3.06 4.58 1.30 2.01 3.26 4.86 1.30
4 厨芥類 29.50 44.83 44.95 35.41 25.89 48.76 50.09 41.14 40.07 50.09 25.89
5 布類 1.80 1.65 3.13 3.24 1.19 1.01 0.36 0.78 1.64 3.24 0.36
6 その他可燃物 1.40 1.39 1.23 2.81 3.64 5.04 2.51 1.09 2.39 5.04 1.09
7 金属・ガラス類 0.40 0.52 0.30 0.18 0.16 0.16 0.22 0.10 0.26 0.52 0.10
8 その他不燃物 0.10 0.25 0.40 0.20 0.19 0.21 0.23 0.18 0.22 0.40 0.10
9 排出容器等 2.30 2.07 3.88 2.50 1.97 1.99 1.23 2.22 2.27 3.88 1.23

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ─ ─ ─合計

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

紙類 プラスチック類 木竹類 厨芥類 布類 その他可燃物 金属・ガラス類 その他不燃物 排出容器等

平成23年度 平成27年度 平成29年度 令和元年度 令和３年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
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表 3.2.3 小分類別湿重量比経年比較 

 

※1 端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。 

 

 紙類の内訳では、紙おむつとリサイクルできない紙類で大部分を占めており、特に紙おむつの増減

が紙類の増減と一致している。 

 厨芥類では、未開封食品類が令和 6 年度の 9.17％から令和 7 年度は 1.10％に減少した。 

 プラスチック類では、包装類（容器類以外）が約 3％～7％とプラスチック類の約半分を占めてい

る。  

R1事業系 R3事業系 R5事業系 R6事業系 R7事業系

％ ％ ％ ％ ％

1-1 新聞紙（折り込み広告含む） 0.70 2.34 0.83 0.40 0.73

1-2 雑誌（本を含む） 0.54 0.68 0.63 0.51 0.25

1-3 ダンボール ダンボール 0.42 0.40 1.89 1.04 0.66

1-4-1 アルミ付き 0.43 0.30 0.51 0.35 0.62

1-4-2 アルミなし 0.58 0.29 0.42 0.31 0.38

1-5-1 容器包装該当 1.48 1.23 2.80 2.38 1.87

1-5-2 容器包装非該当 0.49 0.03 0.02 0.06 0.68

1-6 カップ型容器 容器包装該当 1.95 1.35 0.13 0.44 0.38

1-7 紙コップ・紙皿 0.52 0.39 2.37 0.27 0.43

1-8-1 包装紙 0.05 0.13 0.34 0.51 0.85

1-8-2 紙袋 1.55 0.83 0.42 0.45 0.56

1-9-1 オフィス用紙（色白紙） 0.29 0.29 0.28 0.22 0.50

1-9-2 そのほか色白紙 0.04 0.08 0.52 0.02 0.01

1-10-1 オフィス用紙（色付紙） ─ 0.02 0.01 0.02 0.00

1-10-2 封筒 0.07 0.09 0.14 0.09 0.02

1-10-3 そのほか色付紙 0.06 0.03 0.02 0.01 0.05

1-11-1 紙おむつ 15.34 26.12 4.06 11.11 18.55

1-11-2 リサイクルできない紙類（汚れた紙類） 13.95 15.56 16.92 16.09 15.46

1-11-3 シュレッダー紙 ─ ─ ─ ─ 0.36

1-11-4 伝票 0.61 0.55 0.04 0.79 0.47

1-11-5 紙類の禁忌品 0.11 0.02 0.00 ─ ─

1-11-6 特定の事業所から出る紙類（産業廃棄物） 0.22 ─ 1.16 0.49 ─

1-11-7 その他 1.86 0.40 0.00 0.25 0.34

小計 41.26 51.13 33.53 35.81 43.16

2-1-1 500ｍｌ以下 0.03 0.03 0.04 0.21 0.08

2-1-2 501ｍｌ以上 0.08 ─ 0.02 0.03 0.06

2-2-1 白色トレー 0.01 0.04 0.00 0.01 0.05

2-2-2 色付きトレー 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01

2-2-3 魚箱類 ─ 0.02 0.02 0.00 0.16

2-3-1 容器類（箱、容器、チューブ類等） 1.83 1.96 0.71 1.10 0.75

2-3-2 包装類（容器類以外） 5.61 6.97 3.29 4.18 5.98

2-4 プラスチック成型品 プラスチック成型品 1.14 1.77 0.41 0.94 0.54

2-5 排出容器等（外装）以外のレジ袋 容器包装該当類 0.83 1.97 0.23 0.66 0.56

2-6 上記以外のプラスチック類 不織布等 ─ ─ ─ 1.13 1.14

小計 9.54 12.77 4.73 8.25 9.32

3-1-1 木・草類 2.34 ─ 3.04 0.29 1.32

3-1-2 竹・シュロ類 0.17 ─ ─ ─ 0.00

3-2 植木剪定材以外 2.35 3.06 1.53 1.01 0.68

小計 4.86 3.06 4.58 1.30 2.01

4-1-1 調理残渣、食べ残し等 35.08 24.63 41.54 40.92 40.04

4-1-2 未開封食品類 0.33 1.26 7.22 9.17 1.10

小計 35.41 25.89 48.76 50.09 41.14

5-1 事業活動特有の布類 事業活動特有の布類 ─ ─ ─ ─ ─

5-2 その他のリサイクルできる布類 その他のリサイクルできる布類 ─ 0.22 0.28 0.19 0.29

5-3 リサイクルできない布類 リサイクルできない布類 3.24 0.97 0.73 0.17 0.49

小計 3.24 1.19 1.01 0.36 0.78

6-1 皮革製品 皮革製品 ─ 0.54 0.01 0.03 ─

6-2 皮革以外 その他可燃物 2.41 3.00 4.25 2.15 0.65

6-3 ゴム類 ゴム製品 0.40 0.10 0.78 0.33 0.44

小計 2.81 3.64 5.04 2.51 1.09

7-1-1 飲食用アルミ缶 ─ 0.02 0.01 0.03 0.00

7-1-2 飲食用以外アルミ缶 ─ ─ ─ ─ ─

7-1-3 飲食用スチール缶 0.03 0.01 ─ 0.01 0.02

7-1-4 飲食以外スチール缶 ─ 0.01 ─ ─ ─

7-1-5 缶以外 0.13 0.11 0.13 0.08 0.04

7-2-1 ビン類 0.02 0.01 0.02 0.07 0.04

7-2-2 ビン類以外 ─ ─ ─ 0.03 ─

小計 0.18 0.16 0.16 0.22 0.10

8-1-1 危険・処理困難物 0.02 0.01 0.02 0.10 0.01

8-1-2 排出禁止物 0.05 0.14 ─ 0.12 ─

8-2 小型家電 小型家電 0.01 0.04 0.02 0.00 0.02

8-3 その他 その他不燃物 0.12 ─ 0.17 ─ 0.15

小計 0.20 0.19 0.21 0.23 0.18

9-1 排出容器等 2.50 1.97 1.99 1.23 2.22

小計 2.50 1.97 1.99 1.23 2.22

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目

紙類・包装紙

1-9 色白紙

色付紙1-10

1-11

紙パック1-4

1-5 ボール紙

1-8

その他紙類

厨芥類

1

プラスチック類2

木竹類3

4 厨芥類

5 布類

9 排出容器等

8 その他不燃物

その他可燃物6

植木剪定材3-1

4-1

紙類

金属類7-1

ペットボトル2-1

容器包装該当プラスチック類2-3

2-2 発泡スチロール

金属・ガラス類7

7-2 ガラス類

8-1 危険・処理困難物

合計
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3.2.2 産業廃棄物等の混入について過年度調査結果との比較 

 平成 22 年度から令和 7 年度までの 8 年度（表 3.2.5 参照）において実施したごみ組成調査結果か

ら、産業廃棄物、一般廃棄物・資源物、一般廃棄物・可燃物の割合について集計を行った。なお、平

成 23 年度は、大分類項目について調査を行っていたため、産業廃棄物、一般廃棄物・資源物、一般

廃棄物・可燃物の割合が算出できなかった。 

 過年度との比較にあたっては、令和元年度調査は個別調査対象となっている 3 回目（福祉施設）及

び 5 回目（飲食店）を除いた合計 4 回の調査結果をとりまとめた。また平成 22 年度は表 3.2.4 に示

す結果を用いた。 

 表 3.2.5 及び図 3.2.2（P70）に、各調査年度の湿重量比の産業廃棄物、一般廃棄物・資源物、一

般廃棄物・可燃物の割合を示す。 

 

表 3.2.4 平成 22 年度ごみ組成調査結果（湿重量比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3.2.5 各調査年度のごみ組成調査結果（湿重量比） 

 

 

 

 

  

単位：％
No. 分類 平成22年度平成27年度平成29年度令和元年度 令和３年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
1 産業廃棄物 13.44 13.85 12.65 7.67 13.22 7.04 9.52 10.05
2 一般廃棄物（資源化の可能性があるもの） 15.01 10.20 11.27 6.31 6.66 11.65 6.50 8.53
3 一般廃棄物（燃やすごみ） 71.53 75.95 76.08 86.02 80.12 81.31 83.98 81.43

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0合計

1 ペットボトル 0.58
2 廃プラスチック 12.30
3 カン 0.16
4 ビン 0.24
5 その他（電球、電池、針金など） 0.16
6 その他の産業廃棄物 0.00

7 新聞 1.02
8 雑誌 0.71
9 ダンボール 1.39
10 ミックスペーパー 6.92
11 布類 1.72
12 その他の資源物（紙類） 2.08
13 植木剪定材 1.17

14 燃やすごみ 41.35
15 厨芥類 26.51
16 ビニール袋（排出容器） 3.67

100.00 100.00合計

産業廃棄物 13.44

一廃資源 15.01

一廃可燃 71.53

No. 分類 湿重量比（％） グループ小計（％）
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図 3.2.2 産業廃棄物、一般廃棄物・資源物、一般廃棄物・可燃物の割合 

 

 一般廃棄物（燃やすごみ）は、平成 22 年度から増加傾向で推移し、令和元年度に 86.02％となっ

てからは 80％を超えて横ばいで推移している。本年度調査では 81.43％であった。 

 一般廃棄物（資源化の可能性があるもの）は、増減を繰り返しながらも全体としては減少傾向にあ

り、本年度調査では 8.53％と平成 22 年度と比較して半減している。 

 産業廃棄物は、令和 3年度までは令和元年度を除き 12～13％台と横ばいで推移し、令和 5 年度に

最小の 7.04％となったが、その後 2年度連続で増加し、本年度調査では 10.05％となっている。 

  

13.44% 13.85% 12.65%
7.67%

13.22%
7.04% 9.52% 10.05%

15.01%
10.20% 11.27%

6.31%

6.66%
11.65% 6.50% 8.53%

71.53%
75.95% 76.08%

86.02%
80.12% 81.31% 83.98% 81.43%
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100%

平成22年度 平成27年度 平成29年度 令和元年度 令和３年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

産業廃棄物 一般廃棄物（資源化の可能性があるもの） 一般廃棄物（燃やすごみ）
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3.3 食品ロスについて 

3.3.1 食品ロスの社会的状況  

 食品ロスについては、国際的な関心が高まっており、2015 年の国連サミットでは、「持続可能な開

発のための 2030 アジェンダ」において、食料の損失・廃棄の削減目標として以下について採択され

た。 

  ・2030 年までに小売り・消費レベルにおける世界全体の一人当たり食料の廃棄を半減させ、収

穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料ロスを減少させる。 

  ・2030 年までに廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により廃棄物の発生を大幅に削

減する。 

 また 2019 年に日本で開催された G20 においても、食料の損失・廃棄を削減することが宣言に盛り

込まれた。 

 日本では、令和元年 7 月に公表した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（食品リサ

イクル法）の基本方針において、食品関連事業者から発生する事業系食品ロスを 2000 年度比で 2030

年度までに半減させる目標が設定された。 

 本調査では、平成 27 年度調査から、小分類項目に「未開封食品類」を加え、食品ロスについての

現状把握に努めてきたが、令和 3 年度の調査より、食品ロスの原因の一つである食材の下処理の際に

除去・廃棄される可食部「過剰除去」について把握するため、小分類項目に「調理残渣（過剰除去）」

を追加した。 

 

3.3.2 農林水産省委託事業推計値との比較  

 農林水産省では、委託事業として「令和 5 年度 食品産業リサイクル状況等調査委託事業（食品廃

棄物等の可食部・不可食部の量の把握調査）」を実施しており、事業系収集ごみに対する食品廃棄物

の可食部・不可食部の内訳を推計している。表 3.3.1 に、農林水産省委託業務の事業系収集ごみに

対する食品廃棄物の可食部・不可食部の内訳を示す。また表 3.3.2（P72）に本調査結果の厨芥類内

訳を示す。 

 

表 3.3.1 事業系収集ごみに対する食品廃棄物の可食部・不可食部の内訳（Ｒ5 推計） 

 

 

 

 

 

 

 農林水産省委託事業の推計値によると、食品製造業では不可食部の割合が非常に高く、食品卸売

業・外食産業では可食部の割合がやや高く、食品小売業では可食部と不可食部がおおむね半分ずつに

近い割合で発生していると推計されている。 

  

可食部（％） 不可食部（％）
食品製造業 8.9 91.1
食品卸売業 58.6 41.4
食品小売業 52.0 48.0
外食産業 60.7 39.3

全体 13.2 86.8
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表 3.3.2 本調査における厨芥類の内訳（湿重量比） 

 

※1 平均は 1～6 回の合計を 6 で除した値を示す。 

※2 端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。 

 

 表 3.3.2 では、食べ残し等を不可食部として集計しているが、これは、本調査における食べ残し

等は、調理残渣及び未開封食品類を除いた厨芥類であり、コーヒーかす、茶殻やその他の分類不能な

厨芥等が含まれ、食べ残し以外の厨芥類が多く占められているためである。 

 

3.3.3 環境省請負調査結果との比較  

 環境省請負の「令和 6 年度食品循環資源の再生利用等の促進に関する実施状況調査等業務」におい

て、家庭系収集ごみに対する食品廃棄物に占める食品ロスの平均割合を推計しており、それを表 3.3.3

に示す。 

 

表 3.3.3 食品廃棄物に占める食品ロスの平均割合の推移 

 

 

 

 

 

（出典：令和 6 年度食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取り組みに係る実態調査 環境省） 

※1 「合計」の値は、拡大推計に用いた「直接廃棄」「過剰除去」「食べ残し」の割合を足しあげたものである。 

 

環境省請負調査における食品廃棄物に占める直接廃棄の割合は、令和 3 年度、令和 5 年度は 15.0％

と平成 27 年度以降最も大きい値であった。本調査では、未開封食品類の排出割合が 2.38％と環境省

請負調査の推計値と比較して小さい値であった。環境省請負調査の直接廃棄は、開封済みの食品で残

存率が 50％未満であっても、容器ごとあるいは包装ごと廃棄している場合や、野菜類や果物等の残

存率が 100％未満で未調理であれば直接廃棄としており、本調査の未開封食品類と単純に比較できな

い。 

環境省請負調査の過剰除去の割合は平成 28 年度から令和 2 年度までは減少傾向にあり、令和 3 年

度からは微増し令和 5 年度は 5.3％であった。 

調査回 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目
調査日 10月18日 10月18日 11月15日 11月15日 11月29日 11月29日

No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
4-1-1 調理残渣（適正除去） 82.69 53.67 69.19 32.11 28.48 29.09 49.21
4-1-2 調理残渣（過剰除去） 5.65 ─ ─ ─ 6.34 14.67 4.44
4-1-3 食べ残し等 4.15 3.08 46.77 51.96 41.76 6.46 25.70
4-1-4 未開封食品類 2.14 0.17 3.01 0.48 7.21 ─ 2.17

合計 94.6 56.9 119.0 84.5 83.8 50.2 ─
7.79 0.17 3.01 0.48 13.55 14.67 6.61

86.85 56.74 115.97 84.07 70.24 35.56 74.90不可食部（調理残渣（適正除去）＋食べ残し等）
可食部（調理残渣（過剰除去）＋未開封食品類）

平均

4 厨芥類
4-1 厨芥類

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

令和２
年度

令和３
年度

令和４
年度

令和５
年度

直接廃棄 9.9% 10.8% 12.5% 12.6% 14.1% 14.4% 15.0% 14.9% 15.0%
過剰除去 10.7% 11.4% 8.3% 7.4% 5.0% 4.4% 4.6% 4.6% 5.3%
食べ残し 13.4% 13.4% 14.1% 15.1% 14.4% 13.6% 13.7% 13.5% 13.2%

合計 34.1% 35.6% 34.9% 35.2% 33.5% 32.4% 33.2% 33.0% 33.5%
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3.3.4 県内他市町との比較  

 神奈川県内他市町において、平成 29 年度から令和 6 年度に実施され、公表されている可燃ごみ排

出量に対する食品廃棄物の排出量の割合を整理したものを表 3.3.4 に示す。 

 

表 3.3.4 県内他市町における厨芥類の割合（湿重量比） 

 

※他市町平均（寒川町、横浜市、逗子市、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、平塚市、

茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、大磯町、小田原市、中井町、大井町、松田町） 

 

 県内他市町と今回調査の比較では、厨芥類の割合が約 8％高く、特に食べ残しが 7.05％高くなって

いる。他市町の調査は、家庭系と事業系が混在していること、また事業系はサンプリングする地域差

が大きいことなどを考慮すると単純に比較することはできないため、参考として留めておく。 

 

3.3.5 厨芥類の推移について  

 本調査における、厨芥類の推移を表 3.3.5 に示す。 

 

表 3.3.5 本調査における厨芥類の推移（湿重量比） 

 

※1 平均は各年度の項目合計値を 5 で除した値を示す。 

※2 端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。 

 

 未開封食品類は、今回調査の 2.38％が最も低い値で、令和 6 年度が 17.69％と最も高い値であり、

前回調査と比較して大きく減少した。未開封食品類は、調査年度によりばらつきがあり、今回調査ま

で 5 回の平均は、9.00％である。 

 環境省では、令和元年 5 月に「家庭系食品ロスの発生状況の把握のためのごみ袋開袋調査手順書」

を作成しており、手順書の食品廃棄物分類項目は、①調理くず、②直接廃棄（手付かず食品）、③食

べ残し、④その他の 4 項目としている。なお特記事項として、「過剰除去については、ごみ袋の開封

調査では把握が困難であり、調理くずに含めて構わない。」としている。また直接廃棄については、

「全く手が付けられていないもの、少し手が付けられているものに分けて把握しておくことが望ま

しい。」としている。  

％ ％

4-1-1

4-1-2

4-1-3 食べ残し等 12.87 5.82

4-1-4 未開封食品類 1.11 5.73

41.15 33.01計

大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目

他市町村
平均※

4 厨芥類 4-1 厨芥類

21.47調理残渣 27.17

今回調査
平均No.

調査回 R1 R3 R5 R6 R7 平均
No. 大分類項目 No. 中分類項目 No. 小分類項目 ％ ％ ％ ％ ％ ％

4-1-1 調理残渣（適正除去） 14.59 36.32 39.70 61.62
4-1-2 調理残渣（過剰除去） 0.25 21.16 13.92 7.12
4-1-3 食べ残し等 82.02 27.69 28.69 28.88
4-1-4 未開封食品類 6.94 3.15 14.83 17.69 2.38 9.00

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ─

93.06 91.00
4 厨芥類

4-1 厨芥類
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3.4 特徴的な排出ごみと業態について 

 本調査では表 1.4.1(P7)に示すとおり、いずれの日程においても排出元となる業態すべてを網羅

しているため、日程による業態の特徴はないことから、組成調査において特定の業態の事業者から排

出されたと考えられる特徴的なごみを表 3.4.1 に示す。 

 

表 3.4.1 組成調査における特徴的なごみ及び想定される業態 

品目 想定される業態 

割りばし 飲食店 

紙おむつ 病院、保育施設、高齢者施設 

オフィス用紙、ふせん 事務所、学習塾 

ゴム手袋 病院、保育施設、高齢者施設 

食べ残し等 飲食店 

キャベツ、白菜の外葉 飲食店、スーパー、食料品店 

※いずれの品目も、ある程度まとまって排出されたものについて抽出した。 

 

3.5 総括 

3.5.1 令和 7 年度調査結果における一般廃棄物の状況  

 表 2.1.2（P13）に示したように、湿重量比では、大分類・紙類が最も多く、総量の約 43％を占め

た。また、表 2.3.2（P43）のとおり、大分類・紙類の内訳（小分類）を見ると、小分類・紙おむつ

が約 42％、次いで小分類・リサイクルできない紙類（汚れた紙類）が約 37％を占めていた。 

 2 番目に多かったのは大分類・厨芥類で、約 41％を占めた。大分類・厨芥類の内訳（小分類）をみ

ると、小分類・調理残渣（適正除去）が約 62％、小分類・食べ残し等が約 29％であった。 

 大分類・プラスチック類は、総量の約 9％を占めた。大分類・プラスチック類の内訳（小分類）を

みると、小分類・包装類（容器類以外）が約 64％と最も多くを占めていた。 

 表 2.1.4（P15）に示した容積比では、大分類・紙類が最も多く、総量の約 45％を占めた。また、

表 2.3.4（P51）のとおり、大分類・紙類の内訳（小分類）を見ると、小分類・リサイクルできない

紙類（汚れた紙類）が約 32％、小分類・紙おむつが約 25％をそれぞれ占めた。 

 2 番目に多かったのは大分類・プラスチック類で、総量の約 26％を占めた。内訳（小分類）を見る

と小分類・包装類（容器類以外）が約 52％、次いで小分類・容器類（箱、容器、チューブ類等）が約

16％を占めた。 

 表 2.1.5（P16）に示した単位体積重量は、全体で 148g/L であった。 
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3.5.2 産業廃棄物及び資源物の混入状況 

 表 3.1.2（P61）に示したように湿重量比では、総量の 10.05％が産業廃棄物、一般廃棄物・資源

物が 8.53％であった。 

 産業廃棄物では、小分類・プラスチック類の包装類（容器類以外）が 5.98％と最も多くを占め、

次いで中分類・上記以外のプラスチック類が 1.14％、小分類・容器類（箱、容器、チューブ類等）

が 0.75％を占めた。事業活動に伴って排出されるプラスチック類は、産業廃棄物であることから、

その啓発を進めることが必要と考えられる。 

 また一般廃棄物・資源物のうち、小分類・容器包装該当が 1.87％と最も多く、次いで小分類・木・

草類が 1.32％を占めた。 

 

3.5.3 過年度調査結果との比較結果 

 事業系一般廃棄物組成調査結果のうち、湿重量比について、前年度の調査結果と比較した結果、表

3.2.2（P67）に示した大分類別では、令和 6 年度より増加した項目は紙類、プラスチック類、排出

容器等であり、減少した項目は厨芥類やその他可燃物であった。 

表 3.2.3（P68）に示した小分類別湿重量比では、令和 6 年度より増加した項目は紙類の紙おむつ、

プラスチック類の包装類（容器類以外）等であり、減少した項目は厨芥類の未開封食品類、その他可

燃物類の皮革以外などであった。特に未開封食品類は令和 6 年度の過去最高値 9.17%から 1.10%へと

減少している。 

平成 22 年度から本年度までの調査の結果、全体の特徴として大分類項目のうち、紙類、プラスチ

ック類、厨芥類の 3 項目で約 9 割を占めており、それぞれの推移は以下のとおりであった。 

 紙類は、令和 3 年度の 51.13％が突出しているが、約 30％～約 40％で推移している。 

 プラスチック類は、平成 23 年度の 20.00％から減少傾向であったが、令和 5 年度に 4.73％と最小

となって以降、増加傾向となっている。 

 厨芥類は、令和元年度 35.41％、令和 3 年度が 25.89％と 40％を下回っているが、約 40％～約 50％

で推移している。 
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4．現場状況写真集 

事業系ごみ 1 回目（R7.10.18） 

調査対象：事業系 1 回目 

調査年月日：令和 7 年 10 月 18 日(土) 

 

 

調査試料全景 
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1.紙類 

   

1－1 新聞紙（折り込み広告含む） 1－2 雑誌（本含む） 1－3 ダンボール 

   

1－4 紙パック 
1－4－1 アルミ付き 

1－4 紙パック 
1－4－2 アルミなし 

1－5 ボール紙 
1－5－1 容器包装該当 

   

1－5 ボール紙 
1－5－2 容器包装非該当 

1－6 カップ型容器  
容器包装該当 

1－7 紙コップ・紙皿 

   

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－1 包装紙 

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－2 紙袋 

1－9 色白紙 
1－9－1 オフィス用紙（色白紙） 
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1－9 色白紙 
1－9－2 その他色白紙 

1－10 色付紙 
1－10－1 オフィス用紙（色付紙） 

1－10 色付紙 
1－10－2 封筒 

 

  

1－10 色付紙 
1－10－3 その他色付紙 

1－11 その他紙類 
1－11－1 紙おむつ 

1－11 その他紙類 
1－11－2 リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

1－11 その他紙類 
1－11－3 シュレッダー紙 

1－11 その他紙類 
1－11－4 伝票 

1－11 その他紙類 
1－11－5 紙類の禁忌品 

   

1－11 その他紙類 
1－11－6 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

1－11 その他紙類 
1－11－7 その他 

 

排出なし 排出なし 

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 
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2.プラスチック類 

   

2-1 ペットボトル 
2－1－1 500ｍｌ以下 

2－1 ペットボトル 
2－1－2 501ｍｌ以上 

2－2 発泡スチロール 
2－2－1 白色トレー 

 

 

 

2－2 発泡スチロール 
2－2－2 色付きトレー 

2－2 発泡スチロール 
2－2－3 魚箱類 

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－1 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－2 容器類（容器類以外） 

2－4 プラスチック成型品 
2－5 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

2－6 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 
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3.木竹類 

  

 

3－1 植木剪定材 
3－1－1 木・草類 

3－1 植木剪定材 
3－1－2 竹・シュロ類 

3－2 植木剪定材以外 

 

4.厨芥類 

   

4－1 厨芥類     
4－1－1 調理残渣（適正除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－2 調理残渣（過剰除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－3 食べ残し等 

 

  

4－1 厨芥類     
4－1－4 未開封食品類 

  

 

5.布類 

 

  

5－1 事業活動特有の布類 5－2 その他のリサイクルできる布類 5－3 リサイクルできない布類 

排出なし 

排出なし 排出なし 
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6.その他可燃物 

 

 

 

6－1 皮革製品 6－2 皮革以外 その他可燃物  

7.ゴム類 

 

  

7－1 ゴム類   

 

8.金属ガラス類 

  

 

8－1 金属類 
8－1－1 飲食用アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－2 飲食用以外アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－3 飲食用スチール缶 

 

 

 

8－1 金属類 
8－1－4 飲食用以外スチール缶 

8－1 金属類 
8－1－5 缶以外 

8－2 ガラス類 
8－2－1 ビン類 

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 
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8－2 ガラス類 
8－2－2 ビン類以外 

  

 

9.その他不燃物 

   

9－1 危険・処理困難物 
9－1－1 危険・処理困難物 

9－1 危険・処理困難物 
9－1－2 排出禁止物 

9－2 小型家電 

 

  

9－3 その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－1 排出容器等   

排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 
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事業系ごみ 2 回目（R7.10.18） 

調査対象：事業系ごみ 2 回目 

調査年月日：令和 7 年 10 月 18 日(土) 

 

 

調査試料全景 
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1.紙類 

   

1－1 新聞紙（折り込み広告含む） 1－2 雑誌（本含む） 1－3 ダンボール 

   

1－4 紙パック 
1－4－1 アルミ付き 

1－4 紙パック 
1－4－2 アルミなし 

1－5 ボール紙 
1－5－1 容器包装該当 

 

  

1－5 ボール紙 
1－5－2 容器包装非該当 

1－6 カップ型容器  
容器包装該当 

1－7 紙コップ・紙皿 

   

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－1 包装紙 

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－2 紙袋 

1－9 色白紙 
1－9－1 オフィス用紙（色白紙） 

  

排出なし 
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1－9 色白紙 
1－9－2 その他色白紙 

1－10 色付紙 
1－10－1 オフィス用紙（色付紙） 

1－10 色付紙 
1－10－2 封筒 

 

  

1－10 色付紙 
1－10－3 その他色付紙 

1－11 その他紙類 
1－11－1 紙おむつ 

1－11 その他紙類 
1－11－2 リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

1－11 その他紙類 
1－11－3 シュレッダー紙 

1－11 その他紙類 
1－11－4 伝票 

1－11 その他紙類 
1－11－5 紙類の禁忌品 

 

 

 

1－11 その他紙類 
1－11－6 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

1－11 その他紙類 
1－11－7 その他 

 

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 
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2.プラスチック類 

  

 

2-1 ペットボトル 
2－1－1 500ｍｌ以下 

2－1 ペットボトル 
2－1－2 501ｍｌ以上 

2－2 発泡スチロール 
2－2－1 白色トレー 

 

  

2－2 発泡スチロール 
2－2－2 色付きトレー 

2－2 発泡スチロール 
2－2－3 魚箱類 

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－1 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－2 容器類（容器類以外） 

2－4 プラスチック成型品 
2－5 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

2－6 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 

排出なし 
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3.木竹類 

 

 

 

3－1 植木剪定材 
3－1－1 木・草類 

3－1 植木剪定材 
3－1－2 竹・シュロ類 

3－2 植木剪定材以外 

 

4.厨芥類 

 

 

 

4－1 厨芥類     
4－1－1 調理残渣（適正除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－2 調理残渣（過剰除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－3 食べ残し等 

 

  

4－1 厨芥類     
4－1－4 未開封食品類 

  

 

5.布類 

 

  

5－1 事業活動特有の布類 5－2 その他のリサイクルできる布類 5－3 リサイクルできない布類 

排出なし 

排出なし 

排出なし 
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6.その他可燃物 

 

 

 

6－1 皮革製品 6－2 皮革以外 その他可燃物  

7.ゴム類 

 

  

7－1 ゴム類   

 

8.金属ガラス類 

   

8－1 金属類 
8－1－1 飲食用アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－2 飲食用以外アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－3 飲食用スチール缶 

 

 

 

8－1 金属類 
8－1－4 飲食用以外スチール缶 

8－1 金属類 
8－1－5 缶以外 

8－2 ガラス類 
8－2－1 ビン類 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 

排出なし 
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8－2 ガラス類 
8－2－2 ビン類以外 

  

 

9.その他不燃物 

  

 

9－1 危険・処理困難物 
9－1－1 危険・処理困難物 

9－1 危険・処理困難物 
9－1－2 排出禁止物 

9－2 小型家電 

 

  

9－3 その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－1 排出容器等   

 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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事業系ごみ 3 回目（R7.11.15） 

調査対象：事業系ごみ 3 回目 

調査年月日：令和 7 年 11 月 15 日(土) 

 

 

調査試料全景 
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1.紙類 

 

  

1－1 新聞紙（折り込み広告含む） 1－2 雑誌（本含む） 1－3 ダンボール 

   

1－4 紙パック 
1－4－1 アルミ付き 

1－4 紙パック 
1－4－2 アルミなし 

1－5 ボール紙 
1－5－1 容器包装該当 

 

  

1－5 ボール紙 
1－5－2 容器包装非該当 

1－6 カップ型容器  
容器包装該当 

1－7 紙コップ・紙皿 

   

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－1 包装紙 

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－2 紙袋 

1－9 色白紙 
1－9－1 オフィス用紙（色白紙） 

  

排出なし 排出なし 

排出なし 
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1－9 色白紙 
1－9－2 その他色白紙 

1－10 色付紙 
1－10－1 オフィス用紙（色付紙） 

1－10 色付紙 
1－10－2 封筒 

 

  

1－10 色付紙 
1－10－3 その他色付紙 

1－11 その他紙類 
1－11－1 紙おむつ 

1－11 その他紙類 
1－11－2 リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

1－11 その他紙類 
1－11－3 シュレッダー紙 

1－11 その他紙類 
1－11－4 伝票 

1－11 その他紙類 
1－11－5 紙類の禁忌品 

   

1－11 その他紙類 
1－11－6 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

1－11 その他紙類 
1－11－7 その他 

 

排出なし 排出なし 

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 



93 

 

2.プラスチック類 

 

  

2-1 ペットボトル 
2－1－1 500ｍｌ以下 

2－1 ペットボトル 
2－1－2 501ｍｌ以上 

2－2 発泡スチロール 
2－2－1 白色トレー 

   

2－2 発泡スチロール 
2－2－2 色付きトレー 

2－2 発泡スチロール 
2－2－3 魚箱類 

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－1 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－2 容器類（容器類以外） 

2－4 プラスチック成型品 
2－5 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

2－6 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 排出なし 
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3.木竹類 

  

 

3－1 植木剪定材 
3－1－1 木・草類 

3－1 植木剪定材 
3－1－2 竹・シュロ類 

3－2 植木剪定材以外 

 

4.厨芥類 

 

 

 

4－1 厨芥類     
4－1－1 調理残渣（適正除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－2 調理残渣（過剰除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－3 食べ残し等 

 

  

4－1 厨芥類     
4－1－4 未開封食品類 

  

 

5.布類 

  

 

5－1 事業活動特有の布類 5－2 その他のリサイクルできる布類 5－3 リサイクルできない布類 

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 

排出なし 
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6.その他可燃物 

 

 

 

6－1 皮革製品 6－2 皮革以外 その他可燃物  

7.ゴム類 

 

  

7－1 ゴム類   

 

8.金属ガラス類 

   

8－1 金属類 
8－1－1 飲食用アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－2 飲食用以外アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－3 飲食用スチール缶 

  

 

8－1 金属類 
8－1－4 飲食用以外スチール缶 

8－1 金属類 
8－1－5 缶以外 

8－2 ガラス類 
8－2－1 ビン類 

排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 
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8－2 ガラス類 
8－2－2 ビン類以外 

  

 

9.その他不燃物 

   

9－1 危険・処理困難物 
9－1－1 危険・処理困難物 

9－1 危険・処理困難物 
9－1－2 排出禁止物 

9－2 小型家電 

   

9－3 その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－1 排出容器等   

 

排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 

排出なし 
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事業系ごみ 4 回目（R7.11.15） 

調査対象：事業系ごみ 4 回目 

調査年月日：令和 7 年 11 月 15 日(土) 

 

 

調査試料全景 
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1.紙類 

   

1－1 新聞紙（折り込み広告含む） 1－2 雑誌（本含む） 1－3 ダンボール 

   

1－4 紙パック 
1－4－1 アルミ付き 

1－4 紙パック 
1－4－2 アルミなし 

1－5 ボール紙 
1－5－1 容器包装該当 

   

1－5 ボール紙 
1－5－2 容器包装非該当 

1－6 カップ型容器  
容器包装該当 

1－7 紙コップ・紙皿 

  

 

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－1 包装紙 

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－2 紙袋 

1－9 色白紙 
1－9－1 オフィス用紙（色白紙） 

  

排出なし 排出なし 
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1－9 色白紙 
1－9－2 その他色白紙 

1－10 色付紙 
1－10－1 オフィス用紙（色付紙） 

1－10 色付紙 
1－10－2 封筒 

 

  

1－10 色付紙 
1－10－3 その他色付紙 

1－11 その他紙類 
1－11－1 紙おむつ 

1－11 その他紙類 
1－11－2 リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

 

 

 

1－11 その他紙類 
1－11－3 シュレッダー紙 

1－11 その他紙類 
1－11－4 伝票 

1－11 その他紙類 
1－11－5 紙類の禁忌品 

   

1－11 その他紙類 
1－11－6 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

1－11 その他紙類 
1－11－7 その他 

 

排出なし 

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 
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2.プラスチック類 

   

2-1 ペットボトル 
2－1－1 500ｍｌ以下 

2－1 ペットボトル 
2－1－2 501ｍｌ以上 

2－2 発泡スチロール 
2－2－1 白色トレー 

 

 

 

2－2 発泡スチロール 
2－2－2 色付きトレー 

2－2 発泡スチロール 
2－2－3 魚箱類 

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－1 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－2 容器類（容器類以外） 

2－4 プラスチック成型品 
2－5 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

2－6 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 
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3.木竹類 

 

 

 

3－1 植木剪定材 
3－1－1 木・草類 

3－1 植木剪定材 
3－1－2 竹・シュロ類 

3－2 植木剪定材以外 

 

4.厨芥類 

 

 

 

4－1 厨芥類     
4－1－1 調理残渣（適正除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－2 調理残渣（過剰除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－3 食べ残し等 

 

  

4－1 厨芥類     
4－1－4 未開封食品類 

  

 

5.布類 

  

 

5－1 事業活動特有の布類 5－2 その他のリサイクルできる布類 5－3 リサイクルできない布類 

排出なし 

排出なし 

排出なし 

排出なし 
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6.その他可燃物 

 

 

 

6－1 皮革製品 6－2 皮革以外 その他可燃物  

7.ゴム類 

 

  

7－1 ゴム類   

 

8.金属ガラス類 

 

  

8－1 金属類 
8－1－1 飲食用アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－2 飲食用以外アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－3 飲食用スチール缶 

   

8－1 金属類 
8－1－4 飲食用以外スチール缶 

8－1 金属類 
8－1－5 缶以外 

8－2 ガラス類 
8－2－1 ビン類 

排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 
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8－2 ガラス類 
8－2－2 ビン類以外 

  

 

9.その他不燃物 

   

9－1 危険・処理困難物 
9－1－1 危険・処理困難物 

9－1 危険・処理困難物 
9－1－2 排出禁止物 

9－2 小型家電 

   

9－3 その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－1 排出容器等   

 

排出なし 

排出なし 排出なし 排出なし 

排出なし 
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事業系ごみ 5 回目（R7.11.29） 

調査対象：事業系ごみ 5 回目 

調査年月日：令和 7 年 11 月 29 日(土) 

 

 

調査試料全景 
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1.紙類 

 

  

1－1 新聞紙（折り込み広告含む） 1－2 雑誌（本含む） 1－3 ダンボール 

 

 

 

1－4 紙パック 
1－4－1 アルミ付き 

1－4 紙パック 
1－4－2 アルミなし 

1－5 ボール紙 
1－5－1 容器包装該当 

   

1－5 ボール紙 
1－5－2 容器包装非該当 

1－6 カップ型容器  
容器包装該当 

1－7 紙コップ・紙皿 

   

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－1 包装紙 

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－2 紙袋 

1－9 色白紙 
1－9－1 オフィス用紙（色白紙） 

  

排出なし 

排出なし 
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1－9 色白紙 
1－9－2 その他色白紙 

1－10 色付紙 
1－10－1 オフィス用紙（色付紙） 

1－10 色付紙 
1－10－2 封筒 

   

1－10 色付紙 
1－10－3 その他色付紙 

1－11 その他紙類 
1－11－1 紙おむつ 

1－11 その他紙類 
1－11－2 リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

  

 

1－11 その他紙類 
1－11－3 シュレッダー紙 

1－11 その他紙類 
1－11－4 伝票 

1－11 その他紙類 
1－11－5 紙類の禁忌品 

 

 

 

1－11 その他紙類 
1－11－6 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

1－11 その他紙類 
1－11－7 その他 

 

排出なし 

排出なし 

排出なし 
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2.プラスチック類 

 

 

 

2-1 ペットボトル 
2－1－1 500ｍｌ以下 

2－1 ペットボトル 
2－1－2 501ｍｌ以上 

2－2 発泡スチロール 
2－2－1 白色トレー 

  

 

2－2 発泡スチロール 
2－2－2 色付きトレー 

2－2 発泡スチロール 
2－2－3 魚箱類 

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－1 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－2 容器類（容器類以外） 

2－4 プラスチック成型品 
2－5 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

2－6 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 排出なし 

排出なし 
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3.木竹類 

 

 

 

3－1 植木剪定材 
3－1－1 木・草類 

3－1 植木剪定材 
3－1－2 竹・シュロ類 

3－2 植木剪定材以外 

 

4.厨芥類 

   

4－1 厨芥類     
4－1－1 調理残渣（適正除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－2 調理残渣（過剰除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－3 食べ残し等 

 

  

4－1 厨芥類     
4－1－4 未開封食品類 

  

 

5.布類 

  

 

5－1 事業活動特有の布類 5－2 その他のリサイクルできる布類 5－3 リサイクルできない布類 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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6.その他可燃物 

 

 

 

6－1 皮革製品 6－2 皮革以外 その他可燃物  

7.ゴム類 

 

  

7－1 ゴム類   

 

8.金属ガラス類 

  

 

8－1 金属類 
8－1－1 飲食用アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－2 飲食用以外アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－3 飲食用スチール缶 

 

 

 

8－1 金属類 
8－1－4 飲食用以外スチール缶 

8－1 金属類 
8－1－5 缶以外 

8－2 ガラス類 
8－2－1 ビン類 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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8－2 ガラス類 
8－2－2 ビン類以外 

  

 

9.その他不燃物 

 

  

9－1 危険・処理困難物 
9－1－1 危険・処理困難物 

9－1 危険・処理困難物 
9－1－2 排出禁止物 

9－2 小型家電 

 

  

9－3 その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－1 排出容器等   

 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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事業系ごみ 6 回目（R7.11.29） 

調査対象：事業系ごみ 6 回目 

調査年月日：令和 7 年 11 月 29 日(土) 

 

 

調査試料全景 
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1.紙類 

 

 

 

1－1 新聞紙（折り込み広告含む） 1－2 雑誌（本含む） 1－3 ダンボール 

   

1－4 紙パック 
1－4－1 アルミ付き 

1－4 紙パック 
1－4－2 アルミなし 

1－5 ボール紙 
1－5－1 容器包装該当 

   

1－5 ボール紙 
1－5－2 容器包装非該当 

1－6 カップ型容器  
容器包装該当 

1－7 紙コップ・紙皿 

   

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－1 包装紙 

1－8 紙袋・包装紙 
1－8－2 紙袋 

1－9 色白紙 
1－9－1 オフィス用紙（色白紙） 

  

排出なし 
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1－9 色白紙 
1－9－2 その他色白紙 

1－10 色付紙 
1－10－1 オフィス用紙（色付紙） 

1－10 色付紙 
1－10－2 封筒 

   

1－10 色付紙 
1－10－3 その他色付紙 

1－11 その他紙類 
1－11－1 紙おむつ 

1－11 その他紙類 
1－11－2 リサイクルできない紙類 

（汚れた紙類） 

  

 

1－11 その他紙類 
1－11－3 シュレッダー紙 

1－11 その他紙類 
1－11－4 伝票 

1－11 その他紙類 
1－11－5 紙類の禁忌品 

 

 

 

1－11 その他紙類 
1－11－6 特定の事業所から出る紙類 

（産業廃棄物） 

1－11 その他紙類 
1－11－7 その他 

 

排出なし 

排出なし 

排出なし 
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2.プラスチック類 

 

 

 

2-1 ペットボトル 
2－1－1 500ｍｌ以下 

2－1 ペットボトル 
2－1－2 501ｍｌ以上 

2－2 発泡スチロール 
2－2－1 白色トレー 

  

 

2－2 発泡スチロール 
2－2－2 色付きトレー 

2－2 発泡スチロール 
2－2－3 魚箱類 

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－1 容器類 

（箱、容器、チューブ類等） 

   

2－3 容器包装該当プラスチック類 
2－3－2 容器類（容器類以外） 

2－4 プラスチック成型品 
2－5 排出容器等 

（外装）以外のレジ袋 
容器包装該当類 

 

  

2－6 上記以外のプラスチック類 
    不織布 

  

 

  

排出なし 排出なし 

排出なし 
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3.木竹類 

   

3－1 植木剪定材 
3－1－1 木・草類 

3－1 植木剪定材 
3－1－2 竹・シュロ類 

3－2 植木剪定材以外 

 

4.厨芥類 

   

4－1 厨芥類     
4－1－1 調理残渣（適正除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－2 調理残渣（過剰除去） 

4－1 厨芥類     
4－1－3 食べ残し等 

   

4－1 厨芥類     
4－1－4 未開封食品類 

  

 

5.布類 

  

 

5－1 事業活動特有の布類 5－2 その他のリサイクルできる布類 5－3 リサイクルできない布類 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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6.その他可燃物 

 

 

 

6－1 皮革製品 6－2 皮革以外 その他可燃物  

7.ゴム類 

 

  

7－1 ゴム類   

 

8.金属ガラス類 

  

 

8－1 金属類 
8－1－1 飲食用アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－2 飲食用以外アルミ缶 

8－1 金属類 
8－1－3 飲食用スチール缶 

 

 

 

8－1 金属類 
8－1－4 飲食用以外スチール缶 

8－1 金属類 
8－1－5 缶以外 

8－2 ガラス類 
8－2－1 ビン類 

排出なし 排出なし 

排出なし 排出なし 

排出なし 
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8－2 ガラス類 
8－2－2 ビン類以外 

  

 

9.その他不燃物 

 

  

9－1 危険・処理困難物 
9－1－1 危険・処理困難物 

9－1 危険・処理困難物 
9－1－2 排出禁止物 

9－2 小型家電 

 

  

9－3 その他   

 

10.排出容器等 

 

  

10－1 排出容器等   

排出なし 排出なし 

排出なし 
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